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1 はじめに

現代企業においては、企業グループの形成により、企業グループ内での効

率的な経営を図ることが一般的なものになってきている。その中で、特に親

会社と子会社との取引において、親会社が、支配株主の地位を利用して、子

会社の取締役等に対し事実上の影響力を及ぼし、子会社の利益を犠牲にして

自己の利益を図る場合や、企業グル－プ内の子会社である兄弟会社（姉妹会

社）に共通の親会社の指示により兄弟会社（姉妹会社）間で取引が行われ、

当該取引の条件が兄弟会社（姉妹会社）の一方に有利で、他方にとっては不

利となる場合などのような内在的な危険が常に存在しうるものと考えられる。

＊福岡大学法学部教授
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このように親会社の支配関係に基づく影響力行使により子会社にとって不

利益な取引等が行われた場合に、子会社に対して善管注意義務・忠実義務を

負う子会社取締役には、当該取引等によって生じる子会社の損害の賠償責任

が問題となる。それと同時に、親会社および親会社取締役がその子会社また

は子会社少数株主もしくは子会社債権者に対する責任を負うか否かが問題と

なりうる。現行会社法では、前者の子会社取締役の責任には明文の規定（会

社330条・355条・423条・429条、民644条）があるが、後者の親会社・親会

社取締役の子会社および子会社少数株主・債権者に対する責任を直截的かつ

明確に認める規定は存在しない。

そこで、法務省法制審議会の会社法制部会において会社法制の見直しに関

する事項の調査・審議が平成22年4月より開始され、議論を進めるに当たっ

て、「親子会社に関する規律」の中の「⑵子会社の少数株主・債権者の保護」

において、「現行の会社法制における子会社の少数株主・債権者の保護につ

いて、どのように考えるか」、「子会社の少数株主・債権者の保護に関する会

社法制の見直しについて、どのように考えるべきか」という項目が示された（1）。

そして、子会社の少数株主・債権者の保護について会社法制部会の審議が重

ねられた後に、平成23年12月法務省民事局参事官室「会社法制の見直しに関

する中間試案」（以下「中間試案」という）が公表された。この中間試案は、

子会社少数株主の保護として、「株式会社とその親会社との利益が相反する

取引によって当該株式会社が不利益を受けた場合における当該親会社の責任

に関し、明文の規定を設けるかどうかについて」、明文の規定を設けるもの

とする【Ａ案】と、「明文の規定は、設けないものとする」という【Ｂ案】

を提案する（2）。これに対し、子会社債権者に対する親会社の責任の在り方に

ついての見直しの検討については、中間試案には提案されなかった。その後、

パブリック・コメントにおいて様々な意見（3）が出されたことを受けて、会社

法制部会において審議されたが、結局、少数株主の保護についても、会社法
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制の見直しに関する要綱案には明文の規定が記載されなかった。

本稿では、最初に、子会社およびその少数株主に対する親会社・親会社取

締役および子会社取締役の責任に関する裁判例、次に、子会社債権者に対す

る親会社および親会社取締役の責任に関する裁判例を考察した後に、会社法

制の見直しに関する改正試案に関する諸資料および会社法制部会の審議の内

容を検討する。最後に、子会社の少数株主・債権者を保護するための親会社・

取締役の責任規制のあり方について、解釈論および立法論に言及したい。

（1） 法務省法制審議会会社法制部会第1回会議（平成22年4月28日開催）議事録4頁以下（内
田関係官発言）、http://www.moj.go.jp/content/000048184.pdf。会社法制部会第1回会議資
料1「会社法制の見直しについて」1頁、http://www.moj.go.jp/content/000046834.pdf。

（2） 法務省民事参事官室「会社法制の見直しに関する中間試案」13頁－14頁（2011）、http://
www.moj.go.jp/content/000082647.pdf。

（3） 会社法制部会第17回会議資料19「『会社法制の見直しに関する中間試案』に対して寄せら
れた意見の概要」（2012）、http://www.moj.go.jp/content/000095492.pdf。

2 子会社およびその少数株主に対する親会社・取締役の責任

企業グループの中で、特に親子会社間において、親会社が子会社を食い物

にするような利益相反取引などが行われる場合について、子会社の少数株主

の保護が問題とされた裁判例は、それほど多くはない。しかも、そのほとん

どが子会社の取締役の責任が問われるものである。もっとも、親会社の取締

役がその子会社取締役を兼任する事例で、その兼任取締役が子会社の取締役

として子会社および子会社の少数株主に対する責任が問われる場合は、実際

上、広い意味で親会社取締役の子会社および子会社の少数株主に対する責任

に関する問題に含まれるものと考えられる。本稿では、便宜的に、子会社お

よび子会社の少数株主に対する親会社・親会社取締役の責任に関する裁判例

と、子会社の取締役の責任に関する裁判例に分類して、検討する。

子会社の少数株主・債権者を保護するための親会社・取締役の責任規制（畠田）
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⑴ 子会社およびその少数株主に対する親会社・親会社取締役の責任に関

する裁判例

①東京高判平成17年1月18日金融・商事判例1209号10頁（雪印食品損害
賠償請求事件）（4） （ⅰ）事案の概要 Ａ株式会社は、食肉製品の原料

の購買、加工製造、販売を主な業とし、東京証券取引所第2部、札幌証券取

引所に株式を上場していた会社であった。Ｙ1株式会社は、Ａ会社の発行済

み株式総数の約65．6％の株式を有するＡ会社の親会社であった。親会社のＹ

1会社が製造販売した乳製品を喫食した消費者に食中毒を発症する事故が続

発したことを原因として、Ｙブランドの信用が低下し、Ｙ1会社およびその

子会社のＡ会社が販売する食製品の売上げが減少し、その経営状態が悪化し

た。その後、Ａ会社は、牛海綿状脳症（いわゆる「BSE」）の国内発生に伴

う牛肉販売不振対策として立てられた救済買上制度を悪用して対象外の牛肉

も対象牛肉であると偽って売却する牛肉偽装事件を起こし、これが発覚した

ため、販売する食製品の売上げが極端に減少し、経営危機に陥った。Ａ会社

は、解散して清算会社となり、その株式は無価値となった。

そこで、Ａ会社の大株主であったＸ（Ａ会社の株式の約1．3％を有する個

人筆頭株主）が、㋐Ｙ1会社の代表取締役ないし取締役であったＹ2～Ｙ5

が注意義務を怠って食中毒事故を発生させたり被害拡大の防止に必要な措置

を講じる義務を怠った不法行為により、Ａ会社の解散に至ったこと、㋑Ａ会

社の代表取締役ないし取締役であったＹ5～Ｙ7等が法令を遵守して経営を

するべき義務を怠った不法行為により、Ａ会社が牛肉偽装事件を発生させ、

解散に至ったこと、㋒Ｙ1会社は、その取締役らの不法行為について民法44

条1項（一般法人78条、会社350条）に基づき、Ａ会社の取締役らの不法行

為について民法715条1項に基づき、あるいはＡ会社の利益よりもＹ1会社

の利益を重視して管理・運営したことから信義・公平の原則に照らし、不法

行為責任を負うことなどを主張して共同不法行為に基づき、所有するＡ会社
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の株式が無価値化したことによる損害の賠償として、連帯して、Ｙ1会社ら

に対して損害金の支払を求めた事案である。東京高裁は、子会社株主ＸのＹ

1会社およびその取締役らに対する請求を認めなかった。

（ⅱ）判旨 東京高裁は、次のように判示する（本稿では、親会社およ

び親会社取締役の責任に関す上記㋐および㋒についてのみ取り上げる）。

親会社取締役のＹ2～Ｙ5に対する損害賠償請求について「本件食中毒事

故発生後、Ａ会社の業績も悪化し、その株価も値下がりしたことが認められ

るが、上記のＹ1会社の取締役であるＹ2らに、本件食中毒事故に続き、更

に業績を悪化させる本件牛肉偽装事件が発生することまで予見し得たとはい

えないことはもとより、Ａ会社の解散は適法な株主総会の決議によるもので

あって、株主自治の原則に照らし、これを不法行為といえるものでないから、

本件食中毒事故とＡ会社の経営状態の急激な悪化による解散ないし株価の急

激な再下落との間には相当因果関係があるとは直ちにいえないというべきで

ある。」

Ａ会社の親会社であるＹ1会社の責任について「Ｙ2らの不法行為による

Ｙ1会社の民法44条（一般法人78条、会社350条）又は民法715条に基づく責

任・・・・・は、Ｙ1会社を除くＹ2らが不法行為責任を負うことを前提に

するものである。しかしながら、Ｙ1会社を除くＹ2らについて過失が認め

られないことは前記・・・・・・で説示したとおりである。そうすると、Ｙ

1会社は、上記責任を負うものではない。」、「Ｘは、支配株主であるＹ1会

社は、Ａ会社の利益よりもＹ1会社自身の利益を重視したＡ会社の管理又は

運営を行った結果、Ａ会社が倒産してその株式が無価値となり他の株主に損

害を加えたから、少数株主であるＸに対して不法行為による損害賠償をすべ

きであると主張する。」、「株式会社においては、取締役会が会社の業務執行

を決定し、代表取締役等が業務を執行する（商法260条〔会社362条〕参照）。

他方、株主は、株主総会を通じて取締役及び監査役の選任をするなどして会

子会社の少数株主・債権者を保護するための親会社・取締役の責任規制（畠田）
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社の基本的な意思決定を行うにとどまり、具体的な業務執行に関与するもの

ではない。そうすると、支配株主が取締役等に違法な働きかけをした結果、

当該取締役等が違法な業務の執行をするなどした場合に初めて支配株主の不

法行為責任が生じることになる。Ｘは、Ｙ1会社は、本件食中毒事件によっ

て招いた経営上の重大な危機を乗り越えることを企図し、その支配株主とし

ての地位を利用して、Ａ会社経営陣に対し、客観的状況からは到底不可能な

利益達成を指示したと主張する。この点、Ａ会社が・・・・・・黒字化に向

けての収支目標である下期実行計画を策定したこと・・・・・・がＹ1会社

の指示によることを認めるに足りる的確な証拠はない。仮にその策定に当

たってＹ1会社が何らかの影響力を及ぼしたとしても、その実行計画の策定

自体が不法なものであることを認めるに足りる証拠もない。」

（ⅲ）本判決の意義・位置付け 本件判決は、親会社であるＹ1会社の

食中毒事故発生後、子会社のＡ会社の経営状態が急激に悪化しその株価も値

下がり、結局Ａ会社は解散して清算会社となることによりその株式は無価値

となったことについて、Ｙ1会社の取締役Ｙ2らに過失がないとして不法行

為責任を負わないし、また、親会社も、Ｙ2らの不法行為責任を前提とする

Ｙ1会社の民法44条（一般法人78条、会社350条）または民法715条に基づく

責任を負うものではないと判示する。さらに、本判決は、Ｙ1会社がその支

配株主としての地位を利用して、Ａ会社経営陣に対し、客観的状況からは到

底不可能な利益達成を指示したとする証拠はないと判示する際に、一般論と

して、その支配株主が子会社の取締役等に違法な働きかけをした結果、当該

取締役等が違法な業務の執行をするなどした場合に初めて支配株主の不法行

為責任が生じることになることを述べている点で、意義があるものと考えら

れる。

（4） 判例評釈として、野口恵三・NBL807号49頁（2005）、近衛大・金融・商事判例1216号2
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頁（2005）、福島洋尚・金融・商事判例1220号2頁（2005）、鳥山恭一・法学セミナー607号
122頁（2005）、藤原俊雄・金融・商事判例1224号56頁（2005）、野田輝久・神戸学院法学36
巻1号59頁（2006）、伊藤雄司・ジュリスト1333号133頁（2007）、大塚和成＝西本強・銀行
法務21増刊658号97頁（2006）、鈴木千佳子・ジュリスト1313号106頁（2006）、南保勝美・判
例タイムズ1254号70頁（2008）、菊池雄介・受験新報651号14頁（2005）、山脇千佳・法学73
巻2号348頁（2009）がある。

⑵ 子会社およびその少数株主に対する子会社の取締役の責任に関する裁

判例

（イ）子会社の取締役の責任を肯定した裁判例

子会社取締役の責任を肯定した裁判例として、次のようなものがある。

②名古屋高判平成25年3月28日金融・商事判例1418号38頁（佐藤食品工
業株式会社取締役責任追及事件）（5） （ⅰ）事実の概要 Ｘ会社は、食

品の研究・製造販売等を目的とする株式会社であり、その株式をジャスダッ

クに上場している。Ａ株式会社は、その100パーセント子会社であるＢ会社

を通じて平成16年6月ころからＸ会社の株式を買い集め、平成19年3月31日

時点でのＢ会社のＸ会社に対する持株比率は31．9パーセントであった。その

後、Ｘ会社は、平成19年8月に第三者割当の方法による新株発行をし、Ｂ会

社のＸ会社に対する持株比率は50．41パーセントとなった。Ｂ会社は平成19

年12月6日に当時Ａ会社が41．29％の株式を有しその子会社であったＣ株式

会社にＸ会社の株式を譲渡し、Ｃ会社は平成19年12月26日にＡ会社の100パー

セント子会社であるＤ株式会社にＸ会社の株式を譲渡した。

Ｘ会社の取締役は7名であり、社外取締役として、Ａ会社の取締役を兼任

するＹ1・Ｙ2およびＡ会社から推薦されたＹ3・Ｙ4、そしてＸ会社の社

内出身のＹ5（代表取締役社長）・Ｙ6（専務取締役）およびＥからなる。

Ａ会社が発行するコマーシャルペーパー（CP）の引受けについてのＸ会社

の取締役会決議（本件 CP 引受決議）において、Ｘ会社の取締役7名のうち

子会社の少数株主・債権者を保護するための親会社・取締役の責任規制（畠田）
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3名が反対したが、Ｙ1ないしＹ4の4名が賛成したため、本件 CP 引受決

議が成立した。その後、Ａ会社の経営破綻により、Ｘ会社は、Ａ会社の CP

を引受け払込んだ金額の償還を受けられず、同額の損害を被った。そこで、

Ｘ会社が、Ｙらによる上記決議（本件 CP 引受決議）への賛成は、取締役の

善管注意義務に違反すると主張して、Ｙらに対し、会社法423条1項に基づ

く損害賠償等を求めて訴訟を提起した。

（ⅱ）判旨 名古屋高裁は、次のように判示する。

「Ａ会社グループの子会社となっていたＸ会社においても、・・・・・・

平成20年9月25日、会計監査人である監査法人から、・・・・・・Ａ会社が、

保有有価証券を大量に売却し、上場廃止を予定しているという事実からみて、

同社の資金調達能力の低下が見込まれ、保証債務履行能力に疑問がある旨を

指摘され、さらに、同年10月21日には、Ｘ会社の管理部社員が役員に宛てた

電子メールの中でＡ会社の CP の償還が不確実である旨を指摘するなど、Ａ

会社の信用力の低下が社内で現実に認識されるようになった結果、同年12月

5日には、監査役会がＡ会社発行に係る CP の借換えを容認できない旨決議

し、同月8日及び15日の各取締役会決議（前者については、Ｙらも書面にて

加わった。）により、Ａ会社発行に係る CP の引受けは平成20年12月8日発

行の CP（償還期限平成21年1月7日）を最後とし、かつ、Ｘ会社の資金繰

りの状況にかんがみ、今後はいかなる資金運用もしない旨決議するに至って

おり、これらの動きは実質的に見て、Ａグループの債務償還能力に対する強

い懸念から、同 CP の引受けはＸ会社の資金運用方法として不相当であり、

今後は、Ｘ会社の資金繰りを理由としてＡ会社からの融資要請を断るのが相

当であるとの経営判断を明らかにしたものといえる。」、「しかるに、平成21

年1月16日になされた本件 CP 引受決議は、・・・・・・上記監査役会及び

取締役会の各決議（以下「本件運用禁止決議」という。）の趣旨、内容を完

全に覆すものである。」、「加えて、Ｘ会社の資金繰りの面からも、平成20年
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4月にＡ会社の CP を引き受け始めた頃のような余剰資金の運用という目的

は既に失われていたから、・・・・・・Ａ会社の償還能力を積極的に肯定す

るに足りる特段の事情が認められない限り、本件 CP の引受けに賛成するこ

とは、Ｘ会社の取締役としての善管注意義務に違反するものといわざるを得

ず、このことは、本件運用禁止決議の存在を踏まえると、Ｘ会社の取締役全

員に均しく当てはまるというべきであり、Ｙらのように、Ａ会社の取締役を

兼ねており、一般には知られていない同社の内部事情を認識する機会があっ

たことを責任の加重要素とするものではない。」、「特段の事情の有無につい

て判断するに、・・・・・・本件運用禁止決議と相反する本件 CP の引受け

につき、これを相当とする特段の事情があったとは到底いえず、Ｙらが、事

前に協議した上で本件 CP 引受決議を提案し（Y2）、賛成したことは、Ａ

会社の本件 CP の償還能力が強く懸念され、Ｘ会社において債権回収不能に

よる損害を被るおそれがあることを十分に予見しながら、その引受けを推進

したものとして、Ｘ会社の取締役としての善管注意義務に違反するものとい

うほかない。」

（ⅲ）本判決の意義・位置付け 本件は、Ａ会社と親子会社関係（会社

2条3号4号、会社則3条1項－3項）にあるＸ会社が、Ａ会社の取締役を

兼任するＸ会社取締役Ｙ1らの関与によって、その親会社であるＡ会社の発

行する CP を引き受けたところ、Ａ会社の経営破綻により、Ｘ会社は、Ａ会

社の CP を引受け払込んだ金額の償還を受けられず損害を被った事案で、本

件判決は、本件 CP 引受決議に賛成したＹ1らの取締役がＸ会社の取締役と

しての善管注意義務に違反すると判示する。本判決は、親会社取締役兼任の

子会社取締役に対して子会社がその責任を追及した事案であるが、子会社株

主によっても株主代表訴訟で責任追及できる事案として参考となる事例であ

る。

従来、親会社が子会社等のグループ企業に対して金融支援することについ
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て取締役の責任が問題とされた裁判例が多い中で、本判決は子会社が親会社

発行の CP 購入により親会社に支援することについて子会社取締役の責任が

問題とされた珍しい裁判例として意義があるものと考えられる（6）。また、本

件では、兼任取締役が関与した事案で、とくに本件運用禁止決議を無視した

取締役は兼任取締役も含めＸ会社の取締役全員に均しく当てはまり善管注意

義務に違反するものと判示する点について異論はないものと考えられる（7）。

③東京地決平成20年11月26日資料版／商事法務299号330頁（春日電機取
締役違法行為差止仮処分命令申立事件）（8） （ⅰ）事実の概要 電気機

械器具の製造および販売等を主たる目的とするＡ株式会社の常勤監査役であ

るＸが、Ａ会社の代表取締役であるＹに対して、監査役による取締役の違法

行為差止請求権（会社385条）を被保全権利とする、Ａ会社のＢ株式会社に

対する債権についての返済期限の猶予およびＣ株式会社への金銭その他Ａ会

社の財産の譲渡してはならない旨の仮処分を申し立てた。

Ｘの申し立てによると、Ｂ会社の当時の代表取締役であったＹからＡ会社

に対し、Ａ会社の株を取得したいとの申込みがなされた。これに対し、Ａ会

社の創業者一族で当時の代表取締役であったＤが断ったところ、Ｂ会社は、

市場においてＡ会社の株の買い取りを進め、平成20年1月にはＡ会社の大株

主となった。

平成20年6月27日行われた同社の定時株主総会開会時まではＡ会社の代表

取締役はＤであり、同総会においてもＤが取締役として再任予定であったが、

同株主総会においてＡ会社の株主であるＢ会社より取締役選任の修正動議が

提出され、Ｄについては取締役選任が否決されたために、失職した。そして、

同じ創業者一族であってＡ会社の取締役の地位にあったＥ（Ｄの父）もＤと

同様、取締役として再任されなかったため失職し、これに代わってＢ会社の

動議にもとづく提案どおりにＹ、Ｂ会社（取締役会長Ｙ）の代表取締役を兼
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務するＦならびにＧがそれぞれ新たに取締役に選任され、従前から取締役で

あったＨが再任されたため、Ａ会社の取締役は4名となった。なお、Ｅおよ

びＤは、ＹからＡ会社の経営責任を追及され、両名が保有していたＡ会社の

株式の全部をＢ会社に譲渡することを余儀なくされ、Ａ会社への支配力を一

切失っている。また、同日行われたＡ会社取締役会で、Ｙが同社の代表取締

役に選定された。

ＹがＡ会社の代表取締役に就任した直後から、Ａ会社からＢ会社への多額

の貸付を要求したが、この貸付について取締役間で賛成と反対の意見が割れ

たため取締役会決議ができなかったところ、Ｙが議長の立場で判断すると主

張して、貸付けを決定して、計4億5000万円を実行させた。その後、経理上

仮払金として処理されていた上記の4億5000万円の出金について会計監査人

から指摘を受けて、Ａ会社の取締役会において1億7000万円についてＢ会社

から返還を求めることとし、即日Ａ会社に返還され、残りの2億8000万円に

ついては貸付金として扱い、返済日を平成20年9月30日までとする旨取締役

全員一致で決議されたが、合意されていたＢ会社の有するＡ会社株式を担保

として差し入れることは現実になされなかった。さらに、Ａ会社の取締役会

の決議を経ずに代表取締役ＹがＳ会社との間で無線クレジット決済端末3000

台の売買契約を締結し、その代金1億5000万円について、Ｓ会社からＡ会社

へ支払請求がなされたが、Ｓ会社が納品したと主張する商品が現実に納品さ

れていないことなど不自然さを認識でき、架空の取引の疑いがあった。

そこで、Ｘは、次のような違法行為を主張し、これらによって著しい損害

の発生が見込まれ、保全の必要性が高いとの申立てを行った。

（ａ）Ａ会社からＢ会社への債権の返済期限の猶予 ＹがＡ会社から4

億5000円を「出金しＢ会社に振込んだ行為は、取締役会決議を経ずになされ

たという点で違法であり、かつ、その内容としても取締役の忠実義務ないし

善管注意義務に違反するものである。」、「また、形式上、上記4億5000万円
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のうちの2億8000万円がＢ会社への貸付けとなっている・・・・・・金銭消

費貸借契約の締結を前提としたとしても、かかる貸付けは取締役の忠実義務

ないし善管注意義務に反する違法行為である。」、「上記貸付けの意思決定過

程においては、貸付の是非及び回収の具体的可能性について何ら調査・検討

がなされることなく、Ｙの独断で実現されたものである。」、また、「Ａ会社

にとって緊急に貸付けを行わなければならない必要性が何ら提示されておら

ず、・・・・・・Ａ会社において資金繰りが潤沢とはいえないという現状に

照らしても、2億8000万円という過大な金額を、・・・・・・非公開会社で

あって格別な信用力のない会社に対し、返済を確実とするような手段を一切

講じずに貸し付けるというものであり、著しく不合理であることは明らかで

ある。」、そして、「Ｙが行おうとしている上記貸付金の返済期限の猶予につ

いては、そもそも不合理な内容の貸付けにつき、具体的な回収手段を講じる

ことを前提とするものではなく、さらに貸付金の回収を困難とするだけのも

のであって、会社に何ら利益のない行為であるから、経営判断上合理的でな

いことは明らかであって、忠実義務に反する違法な行為である。」

（ｂ）Ｓ会社への金銭その他の財産の譲渡行為 Ｓ会社からＡ会社への

1億5000万円の支払請求について、「Ａ会社としては契約の無効または同時

履行の抗弁権等の主張により、同社からの請求に対しては支払を拒絶する手

段が残されているのであるから、ＹがＡ会社の利益を具体的に検討すること

なく、同社代表者としてＳ会社からの請求に対して何らかの財産を同社に譲

渡することは、善管注意義務ないし忠実義務に違反する違法な行為であるこ

とは明らかである。そして、従前の態度からすると、本件の解決として、Ａ

会社の財産を違法にＳ会社に対し譲渡する危険性が極めて高い。」

（ⅱ）決定要旨 東京地裁は、次のように判示する。

「1 本案判決確定まで、Ｙは、Ａ会社・・・・・・を代表して、・・・

・・・Ａ会社のＢ会社・・・・・・に対する債権について、・・・・・・返
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済期限の猶予をしてはならない。

2 本案判決確定まで、Ｙは、Ａ会社を代表して、Ｓ会社・・・・・・に

対し、金銭その他Ａ会社の財産の譲渡（弁済を含む。）をしてはならない。」

（ⅲ）本決定の意義・位置付け 本件決定は、別件の決定（9）と並んで、

監査役による取締役の違法行為の差止請求が認められた事例として、重要な

意義を有するものである（10）。したがって、本件決定の事案における争点は、

親子会社間における子会社の少数株主の保護の問題に直接関係しないもので

あるけれども、まさに支配会社が被支配会社を食い物にする場合に、少数株

主が支配会社等に責任追及する手段を検討する場合に、非常に参考となる事

例である（11）。

本件の場合に、監査役のチェック機能が発揮されたわけであるが、実際上、

親会社の支配下において子会社の監査役がその職務を十分に果たすことがで

きないような状況が想定されうる。本件事案のように親会社が子会社を食い

物にするような取引により、親会社が不当な利益を得ている場合に、子会社

の少数株主は子会社の取締役の責任を追及できるといっても、一般的には、

その取締役個人の資力は十分とはいえず、子会社の救済とはならない場合が

多いものと考えられる。本件事案では、支配株主である会社の不法行為責任

が肯定されうると考えられるが、子会社が親会社の責任を追及することがで

きるといっても、子会社の役員が親会社に支配されている場合には、親会社

の責任が追及されない可能性が高い。したがって、親会社は一般的に資力が

十分であるものと前提とするならば、親会社が子会社食い物にするような一

定の場合に子会社および子会社少数株主に対して責任を負うという解釈論・

立法論が必要となる。

（ロ）子会社取締役の責任を否定した裁判例

子会社取締役の責任を否定した裁判例として、次のようなものがある。
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④東京地判平成8年2月8日資料版／商事法務144号115頁（セメダイン・
セメダイン通商株主代表訴訟事件）（12） （ⅰ）事実の概要 本件は、Ａ

会社がＨ会社との間で米国において合弁事業を行うためＢ会社（出資比率50

対50）を設立したが、Ｂ会社の業績は赤字が続いたことから、Ｂ会社の今後

の経営について協議が行われ、Ａ会社の取締役会においてＹら取締役全員の

賛成によりＢ会社の全株式を取得してＢ会社買収をすることが承認された

（本件会社買収）。この取引において、Ａ会社は、Ｈ会社の出資額および融

資残額の肩代わり、Ｈ会社の社長へのマネジメント報酬金額の支払い、さら

に、Ｂ会社が融資を受けることができるよう債務保証を行うことを決議した。

そこで、Ａ会社の株主Ｘは、本件会社買収等が取締役の善管注意義務等に違

反するとし、これによりＡ会社は株式代金、合弁相手に対する報酬等相当額

の損害を被ったとして、Ａ会社の取締役Ｙ1～Ｙ12に対し株主代表訴訟によ

り損害賠償の請求をした（第一事件）。その一方で、Ａ会社が取得したＢ会

社株式のうちの半数を、Ｃ会社（Ｃ会社の株式は、Ａ会社が45パーセント、

Ｘが40パーセント、Ａ会社の関連会社であるＤ会社が15パーセントをそれぞ

れ保有する）が買い取ったこと（本件株式買取り）が、取締役の善管注意義

務等に違反するとし、Ｃ会社の株主ＸがＣ会社の取締役Ｙ13～Ｙ15らに対し

株式代金相当額の損害賠償を請求している株主代表訴訟の事案である（第二

事件）。両事件は、併合審理とされた。子会社の取締役の責任を検討する本

稿では、第二事件のみを取り上げる。

（ⅱ）判旨 東京地裁は、次のように判示する。

「Ｃ会社は、Ａ会社及びその関連企業が発行済株式総数の60パーセントを

有する株主であり、Ａ会社を中心とするグループ企業のひとつである。一般

に、グループ企業の経営は、その中核的な企業の信用、資金力等を重要な支

えとして行われており、法的には独立した別個の存在でありながら、その事
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業は相互に密接に関連し、実質的に支援・依存等の協力関係にある場合が多

い。Ｃ会社がかつての赤字体質を脱却し、黒字基調を確立できた大きな要素

の一つがグループ企業による支援協力にあったこと・・・・・・からも、Ｃ

会社にとって、Ａ会社及びその関連企業の信用の維持、経営の健全性の保持

は重要な問題であると認められるから、これらが損なわれるような事態に対

しては、グループの一員として、相当な範囲内において、これを回避する措

置を自ら講じたり、右措置に協力したりすることが是認される。」、「本件株

式買取りは、Ａ会社グループの海外戦略の一環として設立されたＢ会社が倒

産の危機に瀕し、これを放置した場合、海外拠点を喪失するばかりか、Ａ会

社本体の信用失墜を招きかねない事態に立ち到ったため、これを回避するた

めに本件会社買収を行ったＡ会社に協力し、買収した株式の半数を引受けた

ものであるから、企業グループの信用の保持のために、その一員として協力

したものである。買取り価格も、前記のようにＡ会社の取得価格そのままで

ある。右の点からすれば、本件株式買取りが、第二事件Ｙらの取締役として

の善管注意義務・忠実義務に違反するものであるとは認められない。」

（ⅲ）本判決の意義・位置付け 本件判決は、Ａ会社を中心とするグルー

プ企業の一員であるＣ会社にとって、Ａ会社・その関連企業の信用の維持、

経営の健全性の保持は重要な問題であると認められるから、これらが損なわ

れるような事態に対しては相当な範囲内において、これを回避する措置を自

ら講じたり協力することが是認されるとして、本件会社買収を行ったＡ会社

に協力して買収株式の半数をＡ会社の取得価格そのままで引受けたことにつ

いて、Ｃ会社の取締役Ｙらに善管注意義務・忠実義務違反を認めなかった。

本件の第一事件においても、Ａ会社の取締役Ｙらの本件会社買収の決定につ

いては、経営裁量の範囲を逸脱していると認めるだけの根拠はなく、取締役

としての善管注意義務ないしは忠実義務に違反しない判示されている。本判

決は、第一事件の判旨に示された基準と同様の趣旨でＹらの義務違反を認め
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なかったものと考えられる（13）。

⑤大阪地判平成14年2月20日判例タイムズ1109号226頁（コスモ証券株主
代表訴訟事件判決）（14） （ⅰ）事実の概要 本件では、Ａ証券会社の株

主であるＸが、Ａ証券会社の代表取締役兼取締役または取締役であったＹら

に対し、Ａ証券会社が、その関連会社であるＢ会社（Ａ証券会社がＢ会社の

株式の5％を保有し、残りの95％はＡ証券会社の元役員・現従業員または元

従業員が保有していた）を清算するに当たり、Ｂ会社に対して160億円を供

与したことについて、Ａ証券会社の支配的株主であるＣ銀行（Ａ証券会社の

株式の約59．66％を保有）のＢ会社に対する419億円の貸付金の返済を肩代わ

りしたにすぎず、Ａ証券会社の利益に反し、Ｃ銀行の利益を図るものであっ

て、Ｙらは、取締役としての忠実義務（商法旧254条ノ3〔会社355条〕）に

違反したなどと主張して、商法旧266条1項5号（会社423条1項）に基づき、

上記供与によってＡ証券会社が被った損害160億円等を同社に賠償するよう

求めた株主代表訴訟である。裁判所は、関連会社の清算に際して支援金を当

該関連会社に供与したことについて、経営判断の原則を適用し、意思決定の

内容に特に不合理な点は認められないとして、取締役の善管注意義務（忠実

義務）違反を認めることできないと判示した。本稿では、本件判旨が親子会

社関係における子会社取締役の少数株主に対する配慮に言及した点について

のみ、取り上げる。

（ⅱ）判旨 大阪地裁は、次のように判示する。

「取締役は、営利を目的とする会社の経営を委ねられた専門家として、長

期的な視点に立って全株主にとって最も利益となるように職務を遂行すべき

善管注意義務及び忠実義務を負っている（商法254条3項〔会社330条〕、民

法644条、商法254条の3〔会社355条〕）。もっとも、事業を営み利益を上げ

るためには、時々刻々変化する諸々の要素を的確に把握して総合評価し、短
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期的・長期的な将来予測を行った上、時機を失することなく経営判断を積み

重ねていかなければならないから、専門家である取締役には、その職務を遂

行するに当たり、広い裁量が与えられているものといわなければならない。

したがって、取締役に対し、過去の経営上の措置が善管注意義務及び忠実義

務に違背するとしてその責任を追及するためには、その経営上の措置を執っ

た時点において、取締役の判断の前提となった事実の認識に重要かつ不注意

な誤りがあったか、あるいは、その意思決定の過程、内容が企業経営者とし

て特に不合理、不適切なものであったことを要するものと解するのが相当で

ある。」、「Ａ証券会社はＣ銀行の完全子会社ではないから、Ａ証券会社の取

締役としては、Ａ証券会社の少数株主に対する配慮が欠かせないのであり、

多数株主であるＣ銀行の利益を図るために少数株主の利益を犠牲にしてはな

らない。したがって、本件で問われているのは、Ａ証券会社の全株主の利益

を図るという観点から見て、本件供与について、Ｙらに善管注意義務（忠実

義務）違反があるか否かである。」

（ⅲ）本判決の意義・位置付け 本件は、Ａ証券会社から支援金供与を

受けたＢ会社の唯一の債権者がＡ証券会社の支配株主Ｃ銀行であったという

特殊の事案であった。本件で、Ｘは「本件供与は、Ａ証券会社の利益に反し、

Ｃ銀行の利益を図るものであって、Ｙらは、取締役としての忠実義務に違反

しており、特別背任にも該当する」と主張したことについて、本判決は「多

数株主であるＣ銀行の利益を図るために少数株主の利益を犠牲にしてはなら

ない」と判示していながら、「Ａ証券会社の全株主の利益を図るという観点」

から見て義務違反があるか否かという論点に替わっている。しかし、160億

円の無償支援金の供与をして任意整理による清算という方法をとる必然性が

ほとんどなかったのではないか、むしろ、Ａ証券会社の支配株主であるＣ銀

行の利益（あるいはＹらの解任・不再任の回避）のために行われていると認

定されてもおかしくなかったのではないかという疑念が生じるであろう（15）。

子会社の少数株主・債権者を保護するための親会社・取締役の責任規制（畠田）
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なお、本判決は、関連会社の清算に際して支援金を当該関連会社に供与す

るという、親子会社間の利益が相反する場面における子会社取締役の善管注

意義務違反・忠実義務違反の有無の判断について経営判断の原則が適用され

ることを明示しているものといえる（16）。

⑥横浜地判平成24年2月28日（平成22年（ワ）第1651号）LEX/DB【文
献番号】25480453（日産車体株主代表訴訟事件）（17）

Ａ株式会社は自動車等の製造・販売に関する事業等を営む会社であり、Ｙ

はＡ会社の常務取締役等を務めた後、Ａ会社の子会社であるＢ株式会社の取

締役（平成16年6月からは代表取締役）の地位にあった者である。Ｃファイ

ナンス株式会社は、金融業等を営む株式会社であり、Ａ会社の完全子会社で

ある。Ａ会社を中心とするＡグループは、各地域の財務状況を管理する統括

会社（Ｃ会社）を置き、Ａグループ内で余剰資金のある会社から、余剰資金

を提供させ、資金需要のあるＡグループ内の会社に資金を提供するキャッ

シュ・マネジメント・システム（企業の資金を管理するためのシステムであ

り、その代表的な機能は、資金プーリング、支払代行・ネッティングである。

以下「本件 CMS」という。）を採用していた。Ｂ会社は、Ｃ会社に対して毎

月末に多額の資金を預託してきた（以下「本件預託」という。）。

Ｂ会社の株主Ｘらは、ＹらはＢ会社の取締役・代表取締役としてＢ会社の

キャッシュのほぼ全てである数百億円もの資金を、無担保かつ無保証のまま、

異常に低い利率で、長期間、預託し続けてきた行為が善管注意義務・忠実義

務に違反すること、また、本件預託は、Ｂ会社が、親会社であるＡ会社の権

利行使に関し、Ｃ会社に対して行った財産上の利益の供与であって、会社法

120条1項に違反することを理由として、Ｙらに対して、会社法423条1項に

基づき、Ｂ会社に損害賠償を求めるとともに、会社法120条4項に基づき、

供与した利益の一部をＢ会社に支払うことを求めて、株主代表訴訟を提起した。
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（ⅱ）判旨 横浜地裁は、次のように判示する。

善管注意義務違反・忠実義務違反については、㋐「本件預託金が返還され

ないリスクについて」、Ｂ会社が本件 CMS に参加して預託を続けたことは、

Ｂ会社の資金を回収不能の危険にさらすものであったとは認められないこと、

㋑「本件利率の合理性について」、Ｂ会社が収受していた本件利率が CMS

における金利として不合理なものであったとは認められないこと、㋒「本件

CMS に参加し続けることの合理性について」、本件 CMS に参加することの

利益よりも不利益の方が大きかったと認めるに足りる証拠はなく、Ｂ会社が、

本件 CMS への参加を継続し、資金を預託し続けたことが不合理であったと

は認められないことを述べたうえで、「現金を含む経営資源をどのように配

分するかは、業務執行上の問題であるから、取締役会設置会社においては、

会社から委任を受けた取締役ないしそれらの者で構成される取締役会の裁量

に委ねられており（会社法330条、民法643条、会社法362条2項、4項、363

条1項）、会社の事業戦略などに基づいて決定されるものである上、剰余金

の配当は、株主総会の権限に属する（会社法454条1項。ただし、Ｂ会社に

おいては、中間配当の決定機関は取締役会である・・・・・・）。そうする

と、仮に保有しておくべき資金の額を設定することができるとしても、その

額を超える資金を、取締役において、直ちに、リスクを伴うより高い利回り

の投資や、より多くの剰余金の配当に振り分けておくべきであるということ

はできない。」、「以上の点を総合すると、本件 CMS への参加を継続し、資

金を預託し続けたＹの判断が、経営上の判断として、その裁量を逸脱した不

合理なものであったということはできず、その判断が善管注意義務違反や忠

実義務違反を構成するとは認められない。」、「ＹはＢ会社の取締役であり、

Ｂ会社に対する善管注意義務や忠実義務を負っているから、親会社であるＡ

会社やＡグループ内の他の会社にとって利益となる反面、Ｂ会社にとって不

利益となる行為であれば、そのような行為を選択することは、善管注意義務

子会社の少数株主・債権者を保護するための親会社・取締役の責任規制（畠田）
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違反や忠実義務違反を構成し得るのであり、Ｙを初めとしたＢ会社の取締役

においては、Ｂ会社の株主の利益を不当に害しないよう注意することが求め

られるということができる。しかし、以上判示したところからすると、この

ような観点を考慮しても、Ｙの判断が善管注意義務違反や忠実義務違反を構

成するとは認められない。」

利益供与の禁止については、「Ｘらは、本件預託が、異常に低い金利であ

り、貸倒れリスクが極めて高いものであり、そうであるにもかかわらず、Ｂ

会社が本件預託を行ったのは、親会社であるＡ会社の強い支配を受けていた

からであるとして、本件預託は、株主の権利行使に関して行われたものであ

ると主張するが、・・・・・・理由がない。」、「本件 CMS は、低利で安定

的に資金調達をすることができるなど、参加会社であるＢ会社においても利

益となるものであり、・・・・・・一定時期において、Ｂ会社はその利益を

具体的に収受していたと認められる。また、・・・・・・本件預託を継続し

たことの判断が不合理とは認められない。」、「以上からすると、本件預託は、

Ｂ会社の利益のためにされたものと認められ、株主であるＡ会社の権利の行

使に関してされたものであるとは認められない。」。

（ⅲ）本判決の意義・位置付け 本件においては、Ａ会社の子会社であ

るＢ会社がＡグループ内のキャッシュ・マネジメント・システム（CMS）

に参加し、Ａ会社の完全子会社のＣ会社（Ａグループの財務管理をする統括

会社）に対して多額の資金を預託（本件預託）してきたことについて、Ｂ会

社の少数株主Ｘらが、Ｂ会社の取締役Ｙらに対し善管注意義務・忠実義務お

よび利益供与禁止規定の違反に基づく損害賠償を求める株主代表訴訟を提起

した事案である。本件判決は、Ｘらの請求を認めず、Ｙらの責任を否定した（18）。

本件事案では、本件 CMS に必要な資金は、Ａ会社がＣ会社に貸し付けて

いたのであり、Ａ会社がその資金繰りのために子会社から資金の借り入れま

たは資金の預託を受けているわけではないことから、典型的な親子会社間の
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利益相反取引において子会社の少数株主が親会社自身の子会社に対する責任

を追及する事案とは異なるということができる（19）。なお、本判決の判断枠組

みとしては、経営判断が取締役の裁量を逸脱した不合理なものであったか否

かという点を基準にその判断が善管注意義務違反や忠実義務違反を構成する

とは認められないと判示しているが、本判決は、前記裁判例⑤とは異なり、

経営判断原則の適用を明確に認めているわけではないと指摘する考えもある（20）。

（5） 判例評釈として、受川環大・金融・商事判例1433号2頁（2014）、木村真生子・ジュリス
ト1475号108頁（2015）がある。

（6） 木村・前掲注（5）110頁。
（7） 受川・前掲注（5）6頁、木村・前掲注（5）111頁。
（8） 本件事件については、別の春日電機臨時株主総会開催禁止仮処分命令申立事件の決定が

ある。東京地決平成20・12・3資料版／商事法務299号337頁（申立てを認容。判例批評とし
て、片木晴彦・金融商品取引法判例百選（別冊ジュリスト214号）160頁（2013）、小柿徳武・
商事法務1996号50頁（2013））。

（9） 前掲注（8）の東京地決平成20・12・3参照。
（10） 片木・前掲注（8）160頁、小柿・前掲注（8）51頁・54頁（前掲東京地決平成20・12・

3は、監査役によるチェック機能が働いた事例としてだけでなく、会計監査人によるチェッ
ク機能が発揮された事例としても意義を有するとする）。

（11） なお、後日談として、Ａ会社の代表取締役であったＹは、Ｂ会社への資金の流失につい
て、特別背任罪（会社960条1項）に問われて訴追を受け、他方、監査人から監査意見の表
明を差し控えられたＡ会社は上場廃止となり、一連の資金流失を回収できないままに会社更
生手続開始の決定を受けた。片木・前掲注（8）160頁。

（12） 判例批評として、松山三和子・金融・商事判例1017号41頁（1997）、野田博・判例タイ
ムズ975号13頁（1998）などがある。

（13） 野田・前掲注（12）16頁（グループ下位会社の取締役がそのような判断を上位会社の影
響力から独立して行うことを実際上期待しえないという疑問を呈する）。

（14） 判例評釈として、新山雄三・判例タイムズ1153号89頁（2004）、舩津浩司・ジュリスト
1289号228頁（2005）、高橋英治・商事法務1747号55頁（2005）、大塚和成・銀行法務21増刊
630号98頁（2004）、伊藤靖史・私法判例リマークス28号98頁（2004）、森本大介・実務に効
くコーポレート・ガバナンス判例精選（ジュリスト増刊）156頁（2013）がある。

（15） 新山・前掲注（14）93頁－94頁（利益供与禁止規定に違反する可能性があるとする）、
高橋・前掲注（14）58頁（裁判所は支援金供与の具体的目的をより踏み込んで認定すべきで
あったとする）。

子会社の少数株主・債権者を保護するための親会社・取締役の責任規制（畠田）
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（16） 森本・前掲注（14）157頁。
（17） 判例批評として、太田洋＝森本大介「日産車体株主代表訴訟横浜地裁判決の検討（上）

（下）－子会社少数株主保護に関連して－」商事法務1977号16頁・1978号73頁（2012）、森
本・前掲注（14）156頁がある。

（18） なお、本件では、株主Ｘらは、同じ横浜地裁に対し、ＹがＢ会社を代表してＡグループ
のＣ会社に対し貸付金・預け金その他名目を問わず一切の金銭の貸付行為・預入行為をして
はならない旨の違法行為差止の訴えを提起していた。本判決と同じ日付で、本判決とほぼ同
様の判断枠組みに基づき、横浜地判平成24・2・28（平成21年（ワ）第3539号）LEX/DB【文
献番号】25480452（違法行為差止請求事件）は、Ｘらの請求を棄却している。太田＝森本・
前掲注（17）1977号22頁（注12）。

（19） 太田＝森本・前掲注（17）1977号20頁（もっとも、Ａ会社は、Ｂ会社が本件預託を実施
することにより、本件 CMS の運営のために必要な資金を供給すべき責任がその分だけ軽減
されうるという意味で、間接的な利益を受けることができるとする）、森本・前掲注（14）
161頁。

（20） 太田＝森本・前掲注（17）1978号76頁、森本・前掲注（14）160頁

⑶ 裁判例の検討

（イ）責任を負うべき者

①親会社・親会社取締役の責任 親会社および親会社取締役の子会社に

対する責任を認める裁判例は、これまで見受けられない。これに対し、子会

社に対する責任を否定したものとして、裁判例①では、親会社の食中毒事

故発生後、子会社の経営状態が急激に悪化しその株価も値下がり、当該子会

社は解散して清算会社となることによりその株式は無価値となったことにつ

いて、親会社および親会社取締役らの不法行為責任等が認められなかった。

②子会社取締役の責任 子会社に対する子会社取締役の責任を肯定した

裁判例として、裁判例②では、企業買収により被支配会社となった会社の

取締役が、その支配会社のコマーシャルペーパー（CP）の引受について支

配会社の経営破綻よる損害の賠償責任が認められた。なお、損害賠償責任の

事例ではないけれども、裁判例③では、企業買収により被支配会社となっ

た会社が支配会社から多額の貸付けを要求され、その貸付債権の返済期限の
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猶予や、被支配会社の代表取締役（支配会社の取締役会会長の兼任）が他の

会社と締結した、架空取引の疑いがある売買契約による支払請求に対する金

銭その他の財産の譲渡行為について、被支配会社の監査役による取締役の違

法行為請求が認められた。

これに対し、子会社に対する子会社取締役の責任を否定した裁判例として、

次のようなものがある。裁判例④では、企業買収を行った会社に協力して

買収株式の半数をその取得価格そのままで引受けたことについて、グループ

企業の子会社の取締役らの善管注意義務・忠実義務違反を認めなかった。ま

た、裁判例⑤では、証券会社がその関連会社の清算に際して支援金を当該

関連会社（その関連会社の唯一の債権者が当該証券会社の支配株主である銀

行である）に供与したことについて、当該証券会社の取締役の善管注意義務

（忠実義務）違反が認められなかった。さらに、裁判例⑥では、親会社の

子会社がグループ内のキャッシュ・マネジメント・システム（CMS）に参

加し、当該親会社のグループの財務管理をする統括会社に対して多額の資金

を預託してきたことについて、当該子会社の取締役らに対する善管注意義

務・忠実義務および利益供与禁止規定の違反に基づく損害賠償が認められな

かった。もっとも、裁判例⑤では支配株主である銀行が支援金により債権

の弁済を受けるという間接的に利益を得ており、また、裁判例⑥ではグルー

プ内の CMS の運営資金を供給すべき親会社の責任が軽減されうるという間

接的な利益を得ている（21）。これらの間接利益が不公正な取引条件による場合

であるとするならば、上記のような支配会社・親会社の取締役に対しても、

親子会社間の利益相反取引における取締役の範囲を広くとらえて責任を追及

できないのかという問題が生じる可能性があるものと考えられる。

（ロ）責任を負わされる根拠

親子会社間の取引や企業グループ内の取引が親会社ないし他のグループ会

社の利益を図り、子会社の利益（あるいは子会社の株主共同の利益）を不当

子会社の少数株主・債権者を保護するための親会社・取締役の責任規制（畠田）
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に害する場合に、子会社の少数株主が親会社ないし企業グループの上位会社

またはこれらの会社の取締役などの責任を追及することができるか否かとい

うことが問題とされた場合に、明確な根拠・基準を示して親会社およびその

取締役の責任を認める裁判例は見当たらない。これに対し、子会社の取締役

の責任については、支配会社のコマーシャルペーパー（CP）の引受による

従属会社の損害について、従属会社の取締役が善管注意義務違反による責任

が認められたもの（裁判例②）がある。

現行法上、親会社間取引によって子会社が不利益を被った場合に、その子

会社の少数株主が親会社に対し採りうる手段について、従来の解釈論の法律

構成として、ⓐ親会社がその子会社の取締役の義務違反（債務不履行）に加

功したことによる債権侵害の不法行為責任（民709条）を負うとするもの（22）、

ⓑ民法719条2項の規定を適用して商法旧266条（会社423条）または同266条

ノ3（会社429条）の拡張解釈をすることにより、子会社の取締役に指示を

与えた親会社およびその取締役の責任を認めるほかなく、商法旧266条また

は同266条ノ3の規定は子会社の取締役の背後にあって平常または当該事実

につき教唆指揮している者にも拡張類推する余地があるとするもの（23）、ⓒ親

会社に対する利益供与（会社120条1項）による親会社の利益供与額の返還

義務（会社120条3項）を負うとするもの（24）、ⓓ不文の原則としての出資返

還禁止の原則の違反（隠れた剰余金配当）として、子会社による親会社に対

する公正な取引条件に基づく価格との差額の返還請求できるとするもの（25）、

ⓔ親会社を子会社の事実上の取締役としての責任を負うものとするもの（26）、

ⓕ支配株主がその事実上の影響力を行使し会社の業務執行等への介入等を行

う場合に、当該支配株主が少数株主に対し誠実義務を負い、その義務違反が

あるとき取締役と同様の責任を負うとするもの（27）などのような法律構成を根

拠として、親会社に対する責任を追及することが考えられる。

他方、子会社の取締役の責任については、上記ⓐの場合には、親会社との
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不公正な取引により子会社に損害を与えた子会社取締役の善管注意義務違

反・忠実義務違反の責任（会社330条・355条、民644条）、上記ⓒの場合には、

子会社の取締役による供与利益額の支払義務（会社120条4項）、上記ⓓの場

合には、隠れた剰余金配当についての当該取締役の金銭支払義務（会社462

条）といったような法律構成を根拠に子会社の取締役に対する責任を追及す

ることが考えられる。

（ハ）不公正な取引の基準

親子会社間あるいは企業グループ内の不公正な取引により、子会社が損害

を被る場合に、子会社取締役は善管注意義務違反・忠実義務違反の責任を負

うことになるが、その一方では、場合によっては、親会社の子会社に対する

責任も生じうる場合が考えられる。このような責任を生じさせる基準がどの

ように考えられるかについては、明確に確立しているというわけではない。

しかしながら、親子会社間（支配・従属関係にある会社間の取引）の取引が

子会社にとって「不公正」または「通例的でない」とされるか否かの判断基

準について、一般的に、いわゆる「独立当事者間取引基準」すなわち「会社

の独立した受託者による、相手方との間に一定の距離を置いた取引であって

も、そのような取引がなされるであろうか」という基準が、第一基準として

考えられてきたといわれる（28）。しかしながら、子会社の取締役の責任に関す

る裁判例については、上記の「独立当事者間取引基準」を前提として判断す

るものはないと考えられる（29）。

（21） 太田＝森本・前掲注（17）1977号20頁、森本・前掲注（14）161頁。
（22） 江頭憲治郎『会社法人格否認の法理』410頁－411頁（東京大学出版会、1980）。
（23） 田中誠二『三全訂会社法詳論上巻』662頁（勁草書房、1993）、大隅健一郎「親子会社と

取締役の責任」商事法務1145号44頁・46頁（1988）。
（24） 上柳克郎ほか編集代表『新版注釈会社法（9）』255頁－256頁（関俊彦）（有斐閣、1988）、

田代有嗣『親子会社の法律と実務』201頁・210頁（商事法務研究会、1983）、大和正史「利

子会社の少数株主・債権者を保護するための親会社・取締役の責任規制（畠田）
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益供与の禁止規定について」関西大学法学論集32巻3＝4＝5号661頁（1982）、江頭憲治郎
『結合企業法の立法と解釈』33頁注（2）（有斐閣、1995）。

（25） 長浜洋一『株主権の法理』189頁－190頁（成文堂、1980）、田代有嗣『親子会社の法律』
321頁以下（商事法務研究会、1968）、同・前掲注（24）199頁・202頁以下、田中誠二「子会
社の債権保護の法理」金融・商事判例594号20頁（1980）、大和正史「結合企業間の取引行為
の規制（一）」関西大学法学論集31巻1号149頁（1981）など。

（26） 青木英夫『結合企業法の諸問題』311頁・344頁（税務経理協会、1995）。
（27） 出口正義『株主権法理の展開』3頁・102頁以下（文眞堂、1991）、別府三郎『大株主権

力の抑制措置の研究』10頁・354頁・360頁（嵯峨野書院、1992）、潘阿憲『会社持分支配権
濫用の法理』322頁以下（信山社、2000）など。なお、アメリカ法に由来する大株主の信任
義務を少数株主の保護に利用する考え方も主張されている。三枝一雄「支配株主と信任義務
－支配権濫用抑制のための一つの理論－」法律論叢44巻2・3号171頁以下（1970）。

（28） 江頭・前掲注（24）37頁以下参照。
（29） 太田＝森本・前掲注（17）1978号74頁・79頁注（37）、森本・前掲注（14）164頁－165

頁は、前掲裁判例⑤・⑥について「独立当事者間取引基準」を前提として判断しているわけ
ではないと評価する。

3 子会社債権者に対する親会社・取締役の責任

⑴ 親会社ないし親会社取締役の子会社債権者に対する責任に関する裁判

例

子会社債権者の保護が問題とされた裁判例は少ないが、親会社ないし親会

社取締役の子会社債権者に対する責任が問われた裁判例として、次のような

ものがある。

⑦神戸地判昭和60年12月12日判例タイムズ597号62頁 （ⅰ）事実の概

要 Ｙ1農業協同組合は、その傘下の組合員の生産する農産物の販売の販

路の拡大をはかるため、Ａ株式会社を設立した。Ｙ1組合は、Ａ会社の全株

式のうち約53パーセント程度を所有していた。Ａ会社の代表取締役は、Ｙ1

組合の代表者格の理事（組合長）が兼任し、Ｙ1組合はその購買部主任の職

にあったＢを神戸営業所長として出向させた。その後、Ａ会社の業務の監視
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体勢を強化するため、Ｂを除く取締役のすべてと監査役にＹ1組合の理事を

就任させ、代表取締役にＹ1組合の組合長でない理事をあてるに至った。Ｂ

は、手形・小切手の振出等の権限を濫用して、融通手形を振り出した。これ

を割り引いたＸは、その手形の不渡りにより損害を被ったとして、Ｙ1組合

およびその役員Ｙ2らの責任を追及した。

（ⅱ）判旨 神戸地裁は、次のように判示する。

「Ａ会社は、その組織及び業務の両面において、Ｙ1組合と明白に区別さ

れた企業としての独自性を有し、取引社会においてＹ1組合から独立した法

人格者として存在し機能していたものと認めることができ、従ってその業務

は、Ｙ1組合のそれとは隔絶された別個のものといわねばならない。」、「民

法44条1項（一般法人78条）による責任について・・・・・・Ｘらが主張す

るところは、ＢのＡ会社営業所長としての業務執行行為がＹ1組合理事の指

導監督の対象であることを前提とするが、・・・・・・Ａ会社の業務はＹ1

組合の業務とは別個独立のものであり、Ｙ1組合理事の監督のらち外にある

ものと解さざるを得ないから、Ｘの主張はその前提を欠き失当である。」、「民

法715条の使用者責任について・・・・・・ＢのＡ会社神戸営業所長として

の業務執行行為は、Ｙ1組合の業務の執行とは実質的にも外形的にも区別さ

れた別個の行為と解するほかなく、また、Ｂは当時Ｙ1組合の職員たる身分

を形式的にはなお失ってはいなかったけれども、同人の右業務執行関係にお

いてＹ1組合とＢの間に具体的な支配従属の関係があったことを認めるに足

る証拠はないから、この点に関するＸの主張も採用することはできない。」、

「Ｙ2らの責任について・・・・・・同様の理由により、Ｙ2らが農業協同

組合法31条の2第3項（現行法35条の6第8項9項〔会社429条に相当する〕）

の責任を負わないことは明らかである。」、「前記Ｂの本件各手形発行行為は、

Ａ会社におけるその権限を濫用して融通手形を発行したものであり」、「本件

各手形が不渡になる危険はその発行時に十分予見でき、右不渡になった場合、

子会社の少数株主・債権者を保護するための親会社・取締役の責任規制（畠田）
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Ａ会社にこれを弁済すべき意思も資力もなかったから、同手形の取得者に手

形金額相当額の損害を与えることになるのは明らかであったというべきであ

る。」、「Ｙ2らは、前記のとおり業務監査又は会計監査を行なう際、Ｂが作

成して持参し、同人の発行した融通手形についても受取手形及び支払手形と

してもらさず計上記載してある帳簿、営業報告書、決算書類等を、Ｂの説明

に従って見分しながら、通り一ぺんの形式的な監査をするに終始して、多数

発行されている右手形が融通手形であることに気づかず、そのため、Ｙ2ら

が右職務を忠実に遂行していれば・・・・・・Ｂの融通手形の発行を、ひい

ては本件各手形の発行を未然に防止することができたのにこれをなしえな

かったことが認められる。」、「以上の事実によれば、Ｙ2らは重大な過失に

基づく任務懈怠の結果、Ｂに本件各手形を発行するに至らせたものというべ

く、その後Ｘらが同手形を通常の取引過程において取得したものである限り、

その支払不能により被った損害と同被告らの右重大な過失との間には相当因

果関係があるといわざるを得ないところ、・・・・・・前記Ｘが被った損害

は、特段の事情のない限りＹ2らの右重過失行為と相当因果関係があるもの

ということができる。」、「他に、右因果関係を否定すべき証拠資料はないか

ら、Ｙ2らはＸの被つた前記損害に対し、商法266条の3第1項（会社429条

1項）・・・・・・に基づく損害賠償の責任を負うこととなるといわねばな

らない。」

（ⅲ）本判決の意義・位置付け 本件判決は、Ｙ1組合の理事でＡ会社

の取締役を兼任していたＹ2らがＡ会社取締役としての監視義務違反による

商法旧266条の3第1項（会社429条1項）の責任を負うが、他方、Ｙ組合の

理事としては農業協同組合法による第三者に対する責任（農協旧31条の2第

3項〔会社法429条に相当する〕）を負わないと判示する。

⑧京都地判平成4年2月5日判例時報1436号115頁（30） （ⅰ）事実の概
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要 原告Ｘは、繊維製品の卸売業を主たる営業目的とする会社である。被

告Ｙ1は、繊維製品の卸売業を営業目的とする訴外Ａ株式会社の代表取締役

を務めていた。被告Ｙ2（Ｙ1の前妻）は、Ａ会社の株式全部を所有する親

会社である訴外Ｂ有限会社の代表取締役であるが、Ｂ会社はもともと不動産

の賃貸、保有、管理を主な目的とする会社であって、Ａ会社に対し、本社ビ

ルの賃貸、資金援助および物上保証をしており、Ａ会社の存続には、Ｂ会社

の信用が不可欠であった。Ｙ2は、Ａ会社の監査役に就任したとして登記さ

れていた。Ｘは、Ａ会社に対し呉服類を販売し約束手形を受領したが、Ａ会

社が支払手形の決済を前にして自己破産の申立をなし倒産した。そこで、Ｘ

は、Ｙ1に対しては商法旧266条の3（会社429条）に基づくＡ会社の取締役

としての責任を、Ｙ2に対してはＡ会社の監査役としての責任ならびに事実

上の取締役としての責任などによる損害賠償を請求した。

（ⅱ）判旨 京都地裁は、次のように判示する。

「Ｙ1は、利益を上げる見込みもなく、その商品の品質も充分調査しない

で、それまで扱ったことのない品質のよくない安売品である本件呉服類をＸ

から買い入れ、その代金の支払いのため、確実な支払い見込みがない約束手

形を振り出したものであり、これは、Ｙ1の重大な過失によるＡ会社に対す

る任務懈怠であるというべきである。」、「Ａ会社は・・・・・・商法特例法

にいう資本金1億円以下の株式会社であり、Ｙ1が、利益を上げる見込みも

なく、商品の品質も充分調査しないで、それまで扱ったことのない品質のよ

くない安売品である本件呉服類をＸから買い入れ、その代金の支払いのため、

確実な支払い見込みがない約束手形を振り出したという・・・・・・Ａ会社

に対する任務懈怠は、Ａ会社の代表取締役であるＹ1の業務執行に関する事

柄であるから、監査役であるＹ2において、これを監査する権限も任務もな

いというべきである。・・・・・・Ｙ2は、・・・・・・・Ｙ1の任務懈怠

の監査義務違反に基づき、監査役の第三者に対する責任を負う余地はない。」、

子会社の少数株主・債権者を保護するための親会社・取締役の責任規制（畠田）
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「Ｙ2の言動とＡ会社の経営状況の浮沈との間には密接な対応関係がみられ

るのであって、Ｙ2は、Ａ会社の経営と相当深い関係をもっており、親会社

であるＢ会社の代表取締役として、また、会社創設者・・・・・・の相続人

で、Ａ会社の実質的所有者として、事実上Ａ会社の業務執行を継続的に行な

い、Ａ会社を支配していたものであって、Ａ会社の事実上の取締役に当たる

というべきであり、・・・・・・Ｙ2は、Ａ会社の事実上の取締役として、

重大な過失によりＹ1の前認定の任務懈怠行為に対する監視義務を怠ったも

のというべきであって、Ｙ2はこれにより生じたＸの損害を事実上の取締役

の第三者に対する責任として商法266条ノ3第1項（会社429条1項）により

賠償すべき責任がある。」

（ⅲ）本判決の意義・位置付け 本件判決は、Ｂ会社の完全子会社であ

るＡ会社の代表取締役Ｙ1の任務懈怠による第三者（手形債権者）に対する

責任について、親会社であるＢ会社の代表取締役Ｙ2がＡ会社において業務

監査権のない監査役を兼ねる場合に、Ｙ2はＹ1の任務懈怠の監査義務違反

に基づき、業務監査権を有しないことから監査役の第三者に対する責任を負

わないと判示した。その一方で、本判決は、Ａ会社の実質的所有者であるＹ

2は事実上の取締役として、Ｙ1の任務懈怠行為に対する監視義務を怠った

ことについて第三者に対する責任を認めているが、完全親会社の取締役とし

て第三者に対する責任が認められているわけではない。もっとも、取締役と

認めるにふさわしい現実の業務執行を継続的に行っていなかったＹ2につい

て、監視義務違反による第三者に対する責任を認めた判旨は妥当ではないと

考えられる（31）。

⑨大阪地判平成8年8月28日判例時報1601号130頁（32） （ⅰ）事実の概

要 Ｙ1大学生活協同組合は、スーパーマーケットの経営を目的とする全

額出資の子会社としてＡ会社を設立したうえ、Ｙ1生協の理事および従業員

―196―

（30）



であるＹ2ら4名をＡ会社の取締役に就任させた。その後、Ａ会社は放漫経

営により破産宣告を受けたことから、Ａ会社に対して売掛債権を取得してい

たＸらは、売掛金は回収不能となったことによる損害について、Ｙ1生協の

不法行為責任、Ｙ1生協の商法旧266条ノ3（会社429条）の類推適用による

責任、Ｙ1生協の理事または使用人でＡ会社の取締役を兼任していたＹ2ら

の商法旧266条ノ3第1項（会社429条1項）の責任を追及した。

（ⅱ）判旨 大阪地裁は、次のように判示する。

Ｙ2～Ｙ5については「重大な過失により取締役としての忠実義務に違反

して、Ａ会社を倒産に至らせ、よってＸらの同社に対する売掛金を回収不能

にさせ・・・・・・前記売掛金相当額の損害を被らせたというべきである」

から責任を負うと判示する。

Ｙ1生協の責任については「Ｙ3らに対する監督義務を怠り、Ｙ3らの放

漫経営を放置したＹ2の所為がリテイラーの取締役としての忠実義務に違反

することは、前記・・・・・・で説示したとおりであるが、さらに、Ｙ2の

右所為は、Ｙ1生協の専務理事という同被告の立場に照らして見た場合には、

Ｘらに対する違法な権利侵害として、不法行為を構成するものというべきで

ある。」、「Ａ会社は、Ｙ1生協の経営戦略の一環として設立された会社であ

り、その資本及び役員の構成からして、Ｙ1生協の完全子会社であって、あ

たかもＹ1生協の一部門ともいうべき地位にあったということができるこ

と」、Ｙ2は「その設立に当たっては、取締役に就任したが、その任務は、

Ｙ1生協の理事の立場からＡ会社の経営を支援するとともに、常勤役員であ

るＹ3及びＹ4らを指導監督するということであったものと認められるこ

と」、Ｙ2は「Ａ会社から毎月月次決算書を提出させるなどして、その経営

内容を掌握していたこと、以上の事実を・・・・・・併せ考えると、Ｙ2は、

Ｙ1生協の専務理事として、Ａ会社の経営が健全に行われるように部下であ

るＹ3及びＹ4を指導監督すべき注意義務を負っていたものということがで

子会社の少数株主・債権者を保護するための親会社・取締役の責任規制（畠田）
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きるのであり、しかも、この義務は、Ｙ1生協に対してのみならず、同被告

と取引関係に立つＸら納入業者に対する関係でもこれを肯認することができ

るというべきである。」、「そうすると、Ｙ2の前記所為は、Ｙ1生協の職務

遂行上におけるＸらに対する不法行為に該当するということができるから、

Ｙ1生協は、生協法42条（現行消費生活協同組合法30条の9第5項〔会社350

条準用〕）、民法44条1項（一般法人78条）に基づき、Ｘらが被った前記損害

を賠償する義務がある。」

（ⅲ）本判決の意義・位置付け 本件判決は、大学生協が全額出資する

Ａ会社が放漫経営により破産した場合において、Ａ会社取締役が第三者（債

権者）に対する責任を負うと判示するとともに、Ａ会社取締役を兼任する大

学生協の専務理事がＡ会社の経営を指導監督すべき注意義務を怠ったことが

Ａ会社の債権者に対する不法行為を構成するとして、生協法旧42条（現行消

費生活協同組合法30条の9第5項〔会社350条準用〕）、民法旧44条1項（一

般法人78条）に基づき損害賠償責任を負うとする。本件は、生協の事案であ

るが、親会社取締役の子会社に対する指導監督義務と、これに違反する場合

に子会社債権者に対する親会社の責任の問題を検討する際に意義のある裁判

例である（33）。本判決は、第三者による債権侵害に基づく不法行為責任という

構成をとっているものと考えられるが、本件における指導監督の懈怠が子会

社債権者の債権侵害に基づく不法行為責任を構成するほどの重大な違法性が

認められるかについて疑問が呈されている（34）。

⑩東京地判平成17年11月29日判例タイムズ1209号196頁（35） （ⅰ）事案

の概要 Ｙ会社は、合成ゴム、合成樹脂等の製造・加工および販売等を業と

する、東京証券取引所第一部上場企業である。Ｙ会社の子会社であったＡ会

社（Ｙ会社の出資比率90％）は、株主総会の決議によって解散し、東京地方

裁判所に対して特別清算手続開始を申し立て、同裁判所は特別清算開始決定
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をした。Ａ会社の特別清算手続が完了して、Ｘ会社は、Ａ会社から手形金の

弁済を受けられなかった。そこで、Ｘ会社は、親会社であるＹ会社が親会社

責任を果たすべくＡ会社に対し資金を提供して、Ａ会社が自己の債務を弁済

していたにもかかわらず、Ａ会社と裁判で債権債務の存否について係争して

いたＸ会社がＡ会社に勝訴し、Ｘ会社のＡ会社に対する債権が裁判上確定す

るや、一転して、Ｙ会社において、Ａ会社に対し資金を提供することなく、

Ａ会社に特別清算を申し立てさせ、Ａ会社のＸ会社に対する債務を弁済させ

なかったのは、Ｘ会社以外のＡ会社の債権者に対し親会社責任を果たしてき

たＹ会社が信義則および公平の原則に基づき子会社の債権者であるＸ会社に

対して負担する一種の保護義務に違反したものであって、Ｘ会社に対する債

権侵害の不法行為が成立するとして、Ｘ会社が、Ｙ会社に対し、回収不能と

なった債権額の支払を求めた事案である。

（ⅱ）判旨 東京地裁は、次のように判示する。

「親会社は、子会社の株主であって、法律上、子会社の債権者との関係で

は、株主として出資額を限度として有限責任（商法200条1項〔会社104条〕）

を負担するのみであり、その他、子会社の債務につき、子会社の債権者に対

し、直接弁済の責任を負わない。すなわち、親会社が、子会社の債権者に対

して、直接の弁済であろうと、子会社に資金を提供して子会社が弁済すると

いう、いわば間接的なものであろうと、いずれの意味においても、親会社で

あることに基づき、子会社の債務の弁済について債務若しくは責任を負うこ

とはないというべきである。」、「親会社であるからといって、子会社の債権

者に対し、子会社の債務の弁済について債務若しくは責任を負うことはない

以上、子会社の債権者であるＸ会社が、親会社のＹ会社がＡ会社に弁済資金

を提供して自己の債権も弁済が受けられると信頼したとしても、そのような

信頼は、子会社の債権者であるＸ会社の一方的なものであって、法的保護に

値する信頼とはいえないし、親会社の子会社の債権者に対する何らかの法的
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義務を導き出す根拠となるものともいえない。」、「結局、Ｘ会社がその主張

の前提とする事実関係、すなわち、Ｙ会社において、Ａ会社の営業廃止に伴

い、Ａ会社の債権者のうち、Ｘ会社を除くＢ銀行等に対する債務につき、子

会社であるＡ会社に弁済資金を贈与し、Ａ会社のＸ会社に対する本件手形金

支払債務の存在が裁判上確定されるや、Ｙ会社の主導でＡ会社に特別清算を

申し立てさせ、Ｘ会社のＡ会社に対する本件手形金の回収を事実上不能なら

しめたという事実関係を前提としても、Ｙ会社において、Ｘ会社に対する何

らかの法的義務に違反し、故意に基づきＸ会社の本件手形金債権の給付を侵

害したということはできない。」

（ⅲ）本判決の意義・位置付け 本件では、親会社の主導でその子会社

に特別清算を申し立てさせ、当該子会社の債権者に対する債務を弁済させな

かったのは、親会社が子会社債権者に対して負担する一種の保護義務に違反

したものであり、子会社債権者に対する債権侵害の不法行為が成立するかど

うかが争われた事案で、本件判決は、親会社が子会社債権者に対する何らか

の法的義務に違反し、故意に基づき本件手形金債権の給付を侵害したという

ことはできないと判示する。第三者による債権侵害による不法行為が成立す

るためには、特に強い違法性が必要とされるので、本判決が債権侵害による

不法行為の成立を認めなかったことは妥当であると考えられる（36）。

（30） 判例評釈として、吉本健一・私法判例リマークス8号128頁（1994）、江口眞樹子・早稲
田法学69巻3号73頁（1994）、拙稿・岡山商大論叢31巻1号116頁（1995）、井上健一・ジュ
リスト1081号119頁（1995）、小橋一郎・判例時報1449号205頁（1993）、青木英夫・金融・商
事判例916号45頁（1993）、石山卓磨・法律のひろば46巻9号66頁（1993）、神崎克郎・商事
法務1405号37頁（1995）、竹濱修・立命館法学303号297頁（2005）、春田博・法学セミナー463
号53頁（1993）、川内克忠・判例タイムズ948号99頁（1997）、吉本健一・判例タイムズ975号
17頁（1998）がある。

（31） 吉本・前掲注（30）私法判例リマークス131頁、江口・前掲注（30）88頁、井上・前掲
注（30）122頁、石山・前掲注（30）71頁、神崎・前掲注（30）39頁、竹濱・前掲注（30）
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308頁、春田・前掲注（30）53頁、川内・前掲注（30）101頁、吉本・前掲注（30）判例タイ
ムズ19頁－20頁、拙稿・前掲注（30）100頁－101頁。

（32） 判例評釈として、吉本健一・阪大法学50巻3号493頁（2000）がある。
（33） 吉本・前掲注（32）497頁。
（34） 吉本・前掲注（32）499頁－500頁。
（35） 判例評釈として、王芳・ジュリスト1360号152頁（2008）がある。
（36） 王・前掲注（35）154頁。

⑵ 裁判例の検討

親会社および親会社取締役の子会社債権者に対する責任が問われた裁判例

は少ない。

裁判例⑨は、親会社取締役の子会社債権者に対する責任の問題に関して、

第三者による債権侵害に基づく不法行為責任という理論構成をとっているも

のと考えられる。本裁判例では、大学生活協同組合はその全額出資する子会

社が放漫経営により破産した場合において、当該子会社取締役を兼任する大

学生協の専務理事が子会社の経営を指導監督すべき注意義務を怠ったことが

子会社の債権者に対する不法行為を構成するとして、生協法旧42条（現行消

費生活協同組合法30条の9第5項〔会社350条を準用〕）、民法旧44条1項（一

般法人78条）に基づき損害賠償責任を負うとする。

これに対し、裁判例⑦では、農業協同組合は、約53％の株式を所有する

株式会社の手形債権者に対して、民法旧44条1項（一般法人78条に相当する）

および民法715条（使用責任）による責任が認められなかったけれども、組

合の理事で当該会社の取締役を兼任していた者の当該会社取締役としての監

視義務違反による商法旧266条の3第1項（会社429条1項）の責任が認めら

れた。裁判例⑧では、親会社の代表取締役は、その完全子会社の業務監査

権のない監査役を兼ねるとき、当該子会社の代表取締役の任務懈怠による第

三者（手形債権者）に対する責任について、業務監査権のないことを理由に
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監査役の第三者に対する責任を認められなかったが、子会社の実質的所有者

であったことから、事実上の取締役として、子会社代表取締役の任務懈怠行

為に対する監視義務を怠ったことについて第三者に対する責任が認められて

いる。

また、裁判例⑩では、親会社が子会社債権者に対して負担する一種の保

護義務に違反したものであり、子会社債権者に対する債権侵害の不法行為が

成立するかどうかが争われた事案で、親会社が子会社債権者に対する何らか

の法的義務に違反し、故意に基づき本件手形金債権の給付を侵害したとは認

められなかった。

以上のように、裁判例は、親会社および親会社取締役に子会社債権者に対

する責任を負わせる場合に、第三者による債権侵害に基づく不法行為責任と

いう理論構成をとっている。

4 会社法制の見直しに関する改正試案

⑴ 子会社の少数株主・債権者の保護に関する会社法制の見直し

平成22年4月より、法務省法制審議会の会社法制部会において会社法制の

見直しに関する事項の調査・審議が開始され、議論を進めるに当たって、「親

子会社に関する規律」の中の「⑵ 子会社の少数株主・債権者の保護」にお

いて、「現行の会社法制における子会社の少数株主・債権者の保護について、

どのように考えるか」、「子会社の少数株主・債権者の保護に関する会社法制

の見直しについて、どのように考えるべきか」という項目が示された（37）。そ

して、子会社の少数株主・債権者の保護について各界各層からの主な指摘な

どを取りまとめたものとして、次のような指摘が挙げられている。

「従属会社の取締役は、支配会社の意向を無視することができないために、

支配会社との間の取引条件が従属会社にとって不利益なものであっても、取
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引を承認する可能性があるとの指摘」、「親会社が存在する企業の上場につい

て、利益相反関係や親会社による支配の弊害を解消し、少数株主の権利を保

護するための十分な措置が講じられる必要があるとの指摘」、「従属会社が支

配会社との通例的でない取引により損害を被ったときは、支配会社は、その

損害を賠償する無過失責任を負う旨の規定を設けるべきであるとの指摘」、

「親会社が子会社株式の大多数を保有する場合等に、子会社の少数株主によ

る親会社に対する株式買取請求を認めるべきであるとの指摘」、「子会社債権

者に、親会社及び親会社取締役に対する損害賠償の請求を認めるべきである

との指摘」、「企業結合の形成過程において適切な規律がされ、企業グループ

経営の基本方針が十分に開示される限り、親子会社間の利益衝突への対処は、

市場に委ねられるべきであるとの指摘」がなされていた（38）。

（イ）子会社少数株主の保護に関する規律

平成22年11月24日開催の法制審議会会社法制部会第7回会議において、子

会社少数株主の保護に関する規律については、①「親会社が議決権を背景と

した不当な影響力の行使により子会社に損害を与えた場合における親会社の

責任の在り方について、どのように考えるか」、②「新たな支配株主（総株

主の議決権の一定割合以上を有する株主）が現れた場合に、少数株主に支配

株主に対する株式買取請求権を付与する制度を創設することについて、どの

ように考えるか」という検討事項が審議された（39）。見直しの方向性として、

上記①は、企業結合関係の継続中において、親会社が議決権を背景とした不

当な影響力の行使により子会社に損害を与えた場合における親会社の責任の

在り方を見直すことが考えられるものであり、上記②は企業結合の形成時に

おいて、少数株主に適正な対価による退出の機会を与えることも考えられる

ものである（40）。

上記①については、賛否両論あるいは慎重論など多様な意見が出されたが、

とくに経済界からの反対意見として、親会社は子会社取締役と類似の地位に

子会社の少数株主・債権者を保護するための親会社・取締役の責任規制（畠田）
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はないこと、親子会社間の利益相反、不当な影響力の行使、認定が非常に困

難であると思われること、企業としては現行法制の下で十分に対応し清々と

事業を行っているという自負があることという3つの理由を挙げ、これ以上

に新たな規定を導入することはかえって企業の活力を弱めることにつながる

という指摘がなされた（41）。

上記②については、市場内取引や第三者割当てによる募集株式の発行等を

通じた株式取得により新たな支配株主が現れた場合や、公開買付規制の適用

対象でない会社に新たな支配株主が現れた場合にも適用され得る規律として、

会社法において、少数株主に支配株主に対する株式買取請求権を付与する制

度（新たな支配株主に対するセル・アウト制度）を創設することについても、

検討の余地があるとして考えられたものである（42）。これについても、賛否両

論の意見が出されたが、とくに経済界からは、一定比率以上の株式を保有す

る株主にとって必要以上のコストが生じ大きな負担となる懸念があること、

企業再編というのは経営の大きな手段であるにもかかわらず、この制度を創

設すれば企業がリスクを恐れて企業再編に踏み切れなくなることにつながり

かねず、企業再編の阻害要因になり得るのではないかという懸念があること、

市場での流動性がある株式については、市場で取引すれば足りるので、支配

株主に対する株式買取請求権を与える必要は少ないこと、閉鎖会社のように

流動性がない株式の場合には、株主は流動性がないことを前提として、株主

になっているのではないかと思われ、さらに、一定の株主間の契約により、

退出のルールが定められてきているケースも多いと理解していること、以上

のような4点に基づき、新たな支配株主が現れた場合の株式買取請求制度の

創設については慎重な検討を求める意見が出された（43）。

平成23年7月27日開催の法制審議会会社法制部会第11回会議において、「第

2 子会社少数株主・債権者の保護に関する論点」の中で、子会社少数株主

の保護について、「親会社と子会社との利益が相反する取引等によって子会
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社に損害が生じた場合に、親会社が子会社に対して損害賠償責任を負う旨の

明文の規定を設けることについて、どのように考えるか」について、審議が

なされた（44）。その補足説明では、（ⅰ）仮に上記のような規定を設けること

とする場合の制度設計として、①適用対象となる利益相反の類型、②親会社

の責任の要件（45）、③親会社の責任に関する証明責任の在り方、④責任を負う

者の範囲（親会社だけでなく、親会社に該当しない自然人であってもその有

する議決権の割合等に鑑み定型的に親会社と同等の影響力を有し得ると考え

られる自然人も適用対象に含めること）、（ⅱ）子会社少数株主の保護の実効

性を確保するための仕組み（子会社少数株主による株主代表訴訟の提起権等、

親子会社間の利益相反取引に関する情報開示の充実や監査役の意見を監査報

告の記載事項とすることなど）、（ⅲ）新たな親会社（支配株主）が現れた場

合に、少数株主に親会社（支配株主）に対する株式買取請求権（適正な対価

による退出の機会）を付与する制度を創設することについて、どのように考

えるかが問われた（46）。賛否両論の意見が出されたが、経済活動に多大な影響

を及ぼしてしまうという観点から、反対意見が出された（47）。

その後、平成23年10月26日開催の法制審議会会社法制部会第14回会議にお

いて、会社法制の見直しに関する中間試案の取りまとめに向けた議論として、

平成23年12月の「会社法制の見直しに関する中間試案」と同じ内容である、

子会社少数株主の保護（親会社等の責任、情報開示の充実）について中間試

案のたたき台が審議され（48）、さらに、平成23年11月16日開催の法制審議会会

社法制部会第15回会議（49）を経て、平成23年12月7日開催の法制審議会会社法

制部会第16回会議において、会社法制の見直しに関する中間試案（案）を審

議してその取りまとめが行われた（50）。

（ロ）子会社債権者の保護に関する規律

上記会社法制部会第7回会議において、子会社債権者の保護に関する規律

に関し、「子会社債権者に対する親会社の責任の在り方について、見直しを
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検討すべき事項はあるか」ということが審議された（51）。この検討事項につい

ては、親会社が子会社の利益を犠牲にして自己の利益を図っている場合に、

親会社または親会社取締役が子会社の従業員の賃金請求権等雇用に対する責

任を負う旨の規律を設けるべきであるとの指摘があることから、現行法の下

における債権者の保護に関する民法・倒産法制等における様々な規律や、会

社法における債権者の保護を図るための独自の規律（分配可能額規制、財務

状況の開示制度等）、判例上確立している法人格否認の法理等に加え、更に

見直しをすべき事項があるかについて、審議された（52）。この検討事項につい

ても、賛否両論の意見が出された。

賛成の意見として、会社法の中で、法人格が異なっていても、親会社は子

会社に対して責任を負うという理念、要するに、支配している者には責任が

伴うということをきちんと規律として明らかにすべきであり、その責任の中

には雇用という概念が含まれるということを、会社法の中にうたうべきで

あって、そのことがわが国の経済実態に即した親子会社の規律になるのでは

ないかとする意見（53）、少数株主の保護のための支配株主の責任というものが

100％親会社の場合には適用されないというような規律になる場合には、債

権者保護を別途考える必要があり、個別の債権者から場合によっては支配株

主に責任追及をする可能性を認めるべき場合があって、会社法429条につい

て会社が倒産した場合の会社債権者の保護の意義を積極的に評価するのであ

れば、同条の延長という形で、大変限定的な場合ではあるけれども、支配株

主あるいは親会社が責任を負うべき場合はあるのではないかとする意見（54）、

子会社の搾取問題は少数株主だけではなくて債権者にも及ぶわけであり、会

社法429条にいう第三者の範囲に子会社の取引先が含み得るんだということ

をきちんと明らかにしておくことが必要であり、法人格否認の法理における

濫用事例と形骸化事例というのは閉鎖会社でしかほとんど機能していなくて、

仙台地裁の判例のような親子会社の場合の判例理論は必ずしも確立している
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とはいえないことから、取締役の対第三者責任の中に入り得る可能性を明ら

かにしておくことは必要であるとする意見（55）が出された。

これに対し、子会社の債務について親会社が保証を差し入れ、あるいはオー

ナーが個人保証するという慣行が存在しており、上場会社で導入されている

キャッシュ・マネジメント・システムは閉鎖会社には通常ないと思われるが、

むしろ閉鎖会社こそ社長が個人保証し、または家族が連帯保証するというこ

とが通常と思われることから、子会社ではなくて親会社に対して貸し付ける、

あるいは、親会社の保証をきちんととるということを怠った者について、現

行法以上の保護を与えることについては、消極的に考える見解（56）、また、経

済界からの意見として、従業員も含む債権者に対して、親会社が責任を有す

るケースは法人格を別とする以上極めて例外的なケースであり、こうした

ケースについては法人格否認の法理で対応することで足りると認識している

こと、会社の従業員の賃金請求権等雇用に対する責任については労働法制や

倒産法制の範疇の問題ではないかと思料していること、以上の2点の理由か

ら慎重な審議を求める意見が出された（57）。

また、平成23年7月27日開催の法制審議会会社法制部会第11回会議におい

て、「第2子会社少数株主・債権者の保護に関する論点」の中で、子会社債

権者の保護について、「子会社債権者に対する親会社の責任の在り方につい

て、見直しを要する事項はあるか」ということが審議された（58）。この検討事

項についても意見がまとまらず、とくに経済界からは、反対の意見として、

会社法制部会資料11の補足説明に書いてあるような理由に基づき、企業とし

ては、このような見直しをする必要はないとする意見（59）、日本の企業はグルー

プ経営ということで国際競争力を高めてきたが、今回の改正案は、明らかに

グループ経営を阻害し、急ブレーキを掛けることになり、根本的には日本企

業の国際競争力を失わせる方向に対して非常に危惧する意見（60）が出された。

その後、会社法制の見直しに関する中間試案の取りまとめに向けた、前記
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の法制審議会会社法制部会第14回会議・第15会議および第16回会議において、

子会社債権者に対する親会社の責任の在り方についての見直しの検討はなさ

れず、中間試案には提案されていない。

（37） 会社法制部会第1回会議議事録・前掲注（1）4頁以下（内田関係官発言）、会社法制部

会第1回会議資料1・前掲注（1）1頁。
（38） 会社法制部会第1回会議参考資料2「親子会社に関する規律についての主な指摘」2頁、

http://www.moj.go.jp/content/000046836.pdf。会社法制部会第1回会議議事録・前掲注（1）
6頁（内田関係官発言）。

（39） 法制審議会会社法制部会第7回会議（平成22年11月24日開催）議事録1頁以下（内田関
係官発言）、http://www.moj.go.jp/content/000060893.pdf。会社法制部会第7回会議資料5
「親子会社に関する規律に関する検討事項（2）－子会社株主・債権者の保護に関する規律
－」1頁、http://www.moj.go.jp/content/000057964.pdf。

（40） 会社法制部会第7回会議資料5・前掲注（39）1頁（補足説明）、会社法制部会第7回
会議議事録・前掲注（39）2頁（内田関係官発言）。

（41） 会社法制部会第7回会議議事録・前掲注（39）9頁（八丁地委員発言）。
（42） 会社法制部会第7回会議資料5・前掲注（39）2頁－3頁（補足説明）（なお、さらに、

ある支配株主が議決権の大多数（例えば10分の9等）を有する場合に、少数株主に支配株主
に対する株式買取請求権を付与する制度〔大多数保有支配株主に対するセル・アウト制度〕
を創設すべきであるという指摘もなされている）。

（43） 会社法制部会第7回会議議事録・前掲注（39）20頁（八丁地委員発言）。
（44） 法制審議会会社法制部会第11回会議（平成23年7月27日開催）議事録32頁以下（内田関

係官発言）、http://www.moj.go.jp/content/000079164.pdf。会社法制部会第11回会議資料11
「親子会社に関する規律に関する論点の検討（1）」8頁－13頁（http://www.moj.go.jp/content
/000077597.pdf）は、次のような提案を行っている。
「第2 子会社少数株主・債権者の保護に関する論点
1 子会社少数株主の保護
親会社と子会社との利益が相反する取引等によって子会社に損害が生じた場合に、親会社が
子会社に対して損害賠償責任を負う旨の明文の規定を設けることについて、どのように考え
るか。

（注1） 仮に本文のような規定を設けることとする場合、以下の事項について、どのように
考えるか。
① 適用対象となる利益相反の類型
② 責任の要件
③ 証明責任の在り方
④ 責任を負う者の範囲
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（注2） 本文のような規定による子会社少数株主の保護の実効性を確保するための仕組みに
ついて、どのように考えるか。

（注3） 新たな親会社（支配株主）が現れた場合に、少数株主に親会社（支配株主）に対す
る株式買取請求権を付与する制度を創設することについて、どのように考えるか。
（中略〔補足説明〕）
2 子会社債権者の保護

子会社債権者に対する親会社の責任の在り方について、見直しを要する事項はあるか。」
（45） 会社法制部会第11回会議資料11・前掲注（44）9頁－11頁（補足説明）、会社法制部会

第11回会議議事録・前掲注（44）32頁以下（内田関係官発言）によれば、親子会社間の利益
相反取引の場面で親会社の責任の有無を決するための基準（子会社における損害の有無や取
引の公正さの判断基準）として、例えば、（ａ）取引が行われなかったと仮定した場合と比
較して子会社にとって不利益かどうかという基準のほか、（ｂ）取引が独立当事者間であれ
ば合意されたであろう条件によって行われたと仮定した場合と比較して子会社にとって不利
益かどうかという基準（独立当事者間取引基準）等、多様なものが考えられる。これらのう
ち、少なくとも（ａ）の基準により子会社にとって不利益であるといえる場合（例えば、子
会社が親会社に対して原価を下回る不当に低い金額で製品を販売することにより、子会社に
損失が生ずる場合等）には、親会社の責任が生ずるものとすることが考えられる。さらに、
当部会においては、上記(b)の基準によるべきであるとの指摘がされているが、他方で、これ
を形式的・厳格に適用することは、経済効率性を害するおそれもあるとの指摘も配慮する必
要があり、親会社の責任が生ずるための具体的な要件については、例えば「不公正な（利益
相反）取引によって（子）会社に損害が生じた場合」とする旨規定することなどが考えられ
るとされる。

（46） 会社法制部会第11回会議議事録・前掲注（44）32頁以下（内田関係官発言）。
（47） 会社法制部会第11回会議議事録・前掲注（44）35頁（杉村委員発言）（反対の理由とし

て、親会社・子会社は別の法人であることを前提とした対処をすべきであること、親子会社
の関係性は多種多様であり、個別の一件一件の取引に関して利益相反の法的リスクあるいは
訴訟にさらされるリスクを気にして経営するということになると経営が立ち行かなくなって
しまう懸念もあり、企業の組織選択にも多大な影響を及ぼすということを挙げる）。

（48） 法制審議会会社法制部会第14回会議（平成23年10月26日開催）議事録1頁以下、http://
www.moj.go.jp/content/000081570.pdf。会社法制部会資料15「会社法制の見直しに関する中
間試案のたたき台（2）」1頁以下、http://www.moj.go.jp/content/000080431.pdf。

（49） 法制審議会会社法制部会第15回会議（平成23年11月16日開催）議事録1頁以下、http://
www.moj.go.jp/content/000082984.pdf。会社法制部会資料16「会社法制の見直しに関する中
間試案（第1次案）」16頁－17頁、http://www.moj.go.jp/content/000081170.pdf。

（50） 法制審議会会社法制部会第16回会議（平成23年12月7日開催）議事録1頁以下、http://
www.moj.go.jp/content/000083262.pdf。会社法制部会資料17「会社法制の見直しに関する中
間試案（案）」13頁－14頁、http://www.moj.go.jp/content/000101557.pdf。
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（51） 会社法制部会第7回会議資料5・前掲注（39）3頁－4頁、会社法制部会第7回会議議
事録・前掲注（39）22頁以下。

（52） 会社法制部会第7回会議資料5・前掲注（39）3頁－4頁（補足説明）、会社法制部会
第7回会議議事録・前掲注（39）22頁（大野関係官発言）。

（53） 会社法制部会第7回会議議事録・前掲注（39）23頁（逢見委員発言）。
（54） 会社法制部会第7回会議議事録・前掲注（39）24頁（齋藤幹事発言）。
（55） 会社法制部会第7回会議議事録・前掲注（39）24頁－25頁（上村委員発言）。
（56） 会社法制部会第7回会議議事録・前掲注（39）23頁－24頁（奈須野幹事発言）。
（57） 会社法制部会第7回会議議事録・前掲注（39）25頁（八丁地委員発言）。
（58） 会社法制部会第11回会議資料11前掲注（44）12頁－13頁、会社法制部会第11回会議議事

録・前掲注（44）52頁以下（内田関係官発言）。補足説明では、次のような説明がなされて
いる。
「子会社債権者の保護の在り方に関しては、親会社が子会社の利益を犠牲にして自己の利

益を図っている場合に、親会社等が子会社債権者に対して責任を負う旨の規律を設けるべき
であるとの指摘がされている。」、「会社法のほか、民法や倒産法制等においては、債権者の
保護のための様々な規律が置かれている。また、親会社が子会社から不当に利益を収奪して
いる場合には、いわゆる法人格否認の法理を適用する余地があると考えられ、同法理により
親会社の子会社債権者に対する責任を認めた裁判例（仙台地裁昭和45年3月26日判決・労民
21巻2号330頁（仙台工作事件）、東京地裁平成13年7月25日判決・労判813号15頁（黒川建
設事件））もある。」、「親会社と子会社との利益が相反する取引等によって子会社に損害が生
じた場合に親会社が子会社に対して損害賠償責任を負う旨の明文の規定を設けることとすれ
ば、債権者代位権（民法第423条）の行使等により子会社債権者の保護を図ることも可能と
なる。また、仮に、子会社の総株主の同意により親会社の上記責任が免除されたとしても、
子会社債権者としては、詐害行為取消権（同法第424条）を行使して免除の意思表示を取り
消すことができると考えられる。」会社法制部会第11回会議資料11前掲注（44）12頁－13頁。

（59） 会社法制部会第11回会議議事録・前掲注（44）52頁（杉村委員発言）。
（60） 会社法制部会第11回会議議事録・前掲注（44）53頁（安達委員発言）。

⑵ 中間試案

平成23年12月法務省民事局参事官室「会社法制の見直しに関する中間試

案」（以下「中間試案」という）が公表され、この中間試案は、子会社少数

株主の保護として、「株式会社とその親会社との利益が相反する取引によっ

て当該株式会社が不利益を受けた場合における当該親会社の責任に関し、明

文の規定を設けるかどうかについて」、明文の規定を設けるものとする【Ａ
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案】と、「明文の規定は、設けないものとする」という【Ｂ案】を提案する（61）。

【Ａ案】では、まず、①「当該取引により、当該取引がなかったと仮定し

た場合と比較して当該株式会社が不利益を受けた場合には、当該親会社は、

当該株式会社に対して、当該不利益に相当する額を支払う義務を負うものと

する」、という明文の規定を設けることを提案する（62）。親会社の責任の有無

を決するための基準としては、（ⅰ）親会社・子会社間の利益相反取引が独

立当事者間であれば合意されたであろう条件によって行われたと仮定した場

合と比較して子会社が不利益を受けたかどうかという基準（独立当事者間取

引基準）のほかに、（ⅱ）当該取引が行われなかったと仮定した場合と比較

して子会社が不利益を受けたかどうかという基準も考えられるところ、親会

社との利益相反取引について、取締役との利益相反取引における取締役の任

務懈怠責任（会社423条）の有無は独立当事者間取引基準によって判断され

ているとの指摘や、会社法制部会において、独立当事者間取引基準を形式的・

厳格に適用することは、経済効率性を害するおそれがあるとの指摘がされて

いる（63）。このような議論の状況を踏まえ、【Ａ案】は、明文の規定に基づく

親会社の責任について、（ⅰ）の独立当事者間取引基準ではなく、（ⅱ）の基

準を用いることを明らかにしている（64）。ただし、【Ａ案】による明文の規定

の創設は、現行法の下において、子会社が子会社取締役に対して善管注意義

務違反・忠実義務違反の責任（会社法423条）を追及することができるほか、

株主の権利の行使に関して供与を受けた財産上の利益の返還義務（同法120

条3項）や子会社取締役の義務違反に加功したことによる債権侵害の不法行

為責任（民法709条）等に関する解釈論に影響を及ぼす意図を有するもので

はないことから、【Ａ案】による場合でも、これらの解釈論によって親会社

の責任を追及する余地が否定されるものではなく、また、これらの解釈論に

よる親会社の責任の有無を決する基準に影響が及ぶものでもないと考えられ

ている（65）。
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しかし、【Ａ案】①の定める「当該親会社は、当該株式会社に対して、当

該不利益に相当する額を支払う義務を負う」というものは、理論的にどのよ

うな根拠によるものかについて、試案は明確に説明していない。この点につ

いて、親会社（支配株主）が子会社に対して忠実義務を負うという一般的前

提から導くものとすれば、この前提は問題が多いことから、中間試案は、特

に子会社救済の必要性が高い取引の類型について、法定責任として親会社の

子会社に対する責任を認める規定を置いたものと考えるべきだとする指摘が

なされている（66）。

次に、②「①の不利益の有無及び程度は、当該取引の条件のほか、当該株

式会社と当該親会社の間における当該取引以外の取引の条件その他一切の事

情を考慮して判断されるものとする」ことを提案している（67）。これは、株式

会社である子会社とその親会社との間では多様な取引が行われることが通例

であることを踏まえ、親会社の責任の有無については、個別の取引のみでは

なく、継続的な親子会社間の関係を総体として考慮すべきであると考えられ

ることによるものである（68）。

上記①・②に基づき、親会社の責任は、親会社との利益相反取引により、

他のすべての事情を考慮してもなお、当該取引が行われなかったと仮定した

場合と比較して子会社が不利益を受けたといえる場合（69）に限り、当該不利益

に相当する額について生ずることになる。したがって、親会社の責任に関す

る【Ａ案】の明文規定は、親子会社間の利益相反取引において親会社が議決

権を背景とした影響力により子会社の利益を犠牲にして自己の利益を図ろう

とするおそれがあることを踏まえ、親会社との利益相反取引によって子会社

が積極的に不利益を受けた場合には、親会社による影響力の行使の態様を具

体的に特定することを要せず、また、当該子会社の取締役が責任を負うこと

を前提とすることなく、親会社に対する責任追及を可能にするものとして位

置づけられるものと考えられている（70）。この場合に、子会社に不利益が生じ
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れば直ちに親会社の無過失責任を認めることになるのかについて、試案では

明確に説明されていない。この点について、【Ａ案】は、過失責任ではなく

て、無過失責任と考えているのであれば、これは現行法の立場とは異なるこ

とになることから、過失責任と考えるべきであるとの指摘がなされている（71）。

また、【Ａ案】では、子会社少数株主の保護の実効性を確保するために、

③「①の義務は、当該株式会社の総株主の同意がなければ、免除することが

できないものとする」こと、および④「①の義務は、会社法第847条第1項

の責任追及等の訴えの対象とするものとする」ことを提案する（72）。これは、

株主総会における議決権を背景とした親会社の影響力により、子会社による

当該責任の追及が適切に行われないおそれがあるからである（73）。

さらに、【Ａ案】の（注）で、「その有する議決権の割合等に鑑み、親会社

と同等の影響力を有すると考えられる自然人の責任についても、①から④ま

でと同様の規定を設けるものとする」と提案されている（74）。これは、株主総

会における議決権を背景とした子会社に対する影響力を定型的に有しうる者

として、当該子会社の親会社を【Ａ案】の適用対象するものであるが、その

根拠は、自然人であっても、定型的に親会社と同等の影響力を定型的に有し

うると考えられる者については、同様に妥当すると考えられるからである（75）。

なお、会社法制部会において、これまで議論されたその他の関連論点とし

て、㋐子会社債権者の保護については、【Ａ案】のような明文の規定を設け

ることとする場合には、子会社債権者も、債権者代位権（民423条）の行使

等により、親会社の責任を追及することが可能となり、子会社の総株主の同

意により親会社の責任が免除されたとしても、詐害行為取消権（同424条）

を行使して免除の意思表示を取り消すことができる場合もあると考えられる

ことから、中間試案では、子会社債権者の保護のための新たな方策は掲げな

いこととされた（76）。また、㋑少数株主に、自己の有する当該株式会社の株式

を当該支配株主に売却する機会を与える制度（セル・アウト制度）を創設す
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べきであるとの指摘については、新たな支配株主に対するセル・アウト制度

は、支配株主の異動が生じた場合に少数株主に退出の機会を与えることによ

り、少数株主の保護を図るための制度として位置付けられ得るが、これに対

しては、企業結合の形成に際して生じ得る費用が増大し、企業価値を高める

企業結合の形成がされにくくなるおそれもあるとの指摘があり、また、大多

数保有支配株主に対するセル・アウト制度は、新たな支配株主に対するセ

ル・アウト制度とは異なり、支配株主の異動が生じた場合に少数株主に退出

の機会を与えるための制度として位置付けることは困難であり、制度の目

的・趣旨を慎重に検討する必要があると考えられることから、中間試案では、

これらのセル・アウト制度の創設は掲げないこととされた（77）。

（61） 法務省民事参事官室・前掲注（2）13頁－14頁。中間試案の「第2部 親子会社に関す
る規律」の中の「第2 子会社少数株主の保護」の内容は、次の通りである。
「第2 子会社少数株主の保護

1 親会社等の責任
株式会社とその親会社との利益が相反する取引によって当該株式会社が不利益を受け

た場合における当該親会社の責任に関し、明文の規定を設けるかどうかについては、次
のいずれかの案によるものとする。

【Ａ案】 次のような明文の規定を設けるものとする。
① 当該取引により、当該取引がなかったと仮定した場合と比較して当該株式会

社が不利益を受けた場合には、当該親会社は、当該株式会社に対して、当該不
利益に相当する額を支払う義務を負うものとする。

② ①の不利益の有無及び程度は、当該取引の条件のほか、当該株式会社と当該
親会社の間における当該取引以外の取引の条件その他一切の事情を考慮して判
断されるものとする。

③ ①の義務は、当該株式会社の総株主の同意がなければ、免除することができ
ないものとする。

④ ①の義務は、会社法第847条第1項の責任追及等の訴えの対象とするものと
する。

（注） その有する議決権の割合等に鑑み、親会社と同等の影響力を有すると考え
られる自然人の責任についても、①から④までと同様の規定を設けるものとす
る。
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【Ｂ案】 明文の規定は、設けないものとする。
2 情報開示の充実

個別注記表又は附属明細書に表示された株式会社とその親会社等との間の取引につい
て、監査報告等による情報開示に関する規定の充実を図るものとする。」

なお、本稿では、「1 親会社等の責任」のみを対象とし、「2 情報開示の充実」に
ついて検討の対象とはしない。

（62） 法務省民事参事官室・前掲注（2）13頁。原文については、前掲注（61）参照。
（63） 法務省民事参事官室「会社法制の見直しに関する中間試案の補足説明」37頁－38頁（2011）、

http://www.moj.go.jp/content/000082648.pdf。
（64） 法務省民事参事官室・前掲注（63）38頁。
（65） 法務省民事参事官室・前掲注（63）38頁。
（66） 松井秀征「親会社の子会社に対する責任」落合誠一＝太田洋＝柴田寛子編著『会社法制

見直しの視点』119頁－123頁（現行の会社法・不法行為法において子会社の不利益を救済す
るための法的枠組みは、子会社の利害関係者保護に不十分であるとはいえず、Ａ案は採用さ
れるべきではなく、Ｂ案でよいと考える。）（商事法務、2012）、同「親会社の子会社に対す
る責任」商事法務1950号10頁（2011）。

（67） 法務省民事参事官室・前掲注（2）13頁－14頁。原文については、前掲注（61）参照。
（68） 法務省民事参事官室・前掲注（63）38頁（考慮されるべき事項には、親会社との間にお

ける他の取引の条件や親会社との間の事業機会の配分の状況等が含まれること、また、とり
わけ長期間にわたる取引等については、取引に至る交渉の過程等に鑑み、取引条件の決定時
において合理的な条件が合意されていた場合には、そのような事情も考慮され得るため、仮
に事後的な状況の変化等によって結果的に子会社が損失を被った場合でも、それをもって直
ちに親会社の責任が生ずることにはならないと考えられることを、指摘する）。

（69） 例えば、子会社がその親会社のために製品を製造し、その原価を下回る不当に低い金額
でこれを親会社に販売する等により、当該子会社に損失が生じ、他のすべての事情を考慮し
てもなお、当該子会社が不利益を受けたものといえる場合をいう。法務省民事参事官室・前
掲注（63）38頁。

（70） 法務省民事参事官室・前掲注（63）38頁－39頁。
（71） 松井・前掲注（66）121頁、同・前掲注（66）商事法務10頁。
（72） 法務省民事参事官室・前掲注（61）14頁。
（73） 法務省民事参事官室・前掲注（63）39頁。松井・前掲注（66）124頁－125頁、同・前掲

注（66）商事法務10頁は、わが国では株主代表訴訟制度の濫用防止措置が不十分であるため、
子会社少数株主に親会社に対する代表訴訟を認めるのは相当慎重に検討すべきであるとする。

（74） 法務省民事参事官室・前掲注（61）14頁。
（75） 法務省民事参事官室・前掲注（63）39頁。
（76） 法務省民事参事官室・前掲注（63）39頁。
（77） 法務省民事参事官室・前掲注（63）39頁－40頁。
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⑶ パブリック・コメント後の会社法制部会における親子会社に関する規

律に関する論点

（イ）親子会社に関する規律に関する個別論点の検討

親会社等の責任に関する明文の規定を設けるについて、会社法制部会では

意見が分かれたので、中間試案第2部第2の1においては、明文の規定を設

ける【Ａ案】と、明文の規定を設けない【Ｂ案】が提案されていたが、パブ

リック・コメントにおいて様々な意見（78）が出されたことを受けて、中間試案

のＡ案のような明文の規定を設ける場合において次のような具体的な要件等

が提案された（79）。

会社法制部会の「親子会社に関する規律に関する個別論点の検討」第2（子

会社少数株主の保護）（80）の1（親会社等の責任）において、「（1）仮に試案

第2部第2の1のＡ案①から④までのような明文の規定を設けることとする

場合、以下の事項について、どのように考えるか。」として、①「責任の主

体」を、株式会社の親会社、その他株式会社の経営を支配している者（以下

「親会社等」という）とすること、②「適用対象となる取引」を、親会社等

が自己または第三者のために株式会社とする取引、株式会社が親会社等の債

務を保証することその他親会社等以外の者との間において株式会社と親会社

等との利益が相反する取引（以下「親会社等との利益相反取引」という）と

すること、③「不利益に関する考慮要素」について、当該取引の条件のほか、

株式会社による当該取引の条件に関する検討および交渉の態様、株式会社と

親会社等の間における当該取引以外の取引の条件、株式会社が親会社および

その子会社から成る企業集団に属することによって享受する利益、その他一

切の事情を掲げること、④「親会社等の免責」について、株式会社が不利益

を受けることにつき親会社等が善意でかつ過失がないときに、親会社等の免

責を認めること、以上の事項について、どのように考えるかが検討されてい

る。
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まず、①の「責任の主体」は、親会社およびその他株式会社の経営を支配

している者の詳細については、現行法における親会社の定義（会社2条4号、

会社法施行規則3条2項・3項）を参考に、会社法施行規則に所要の規定を

設けることが考えられるとされた（81）。親会社と同等の影響力を有する者を責

任の主体に含めることについては、パブリック・コメントにおいても、特に

異論はなかった（82）。

次に、②の「適用対象となる取引」は、明文の規定の適用対象となる親会

社等との利益相反取引の定め方に関するもので、取締役との利益相反取引に

関する規律を参考に、間接取引を含む旨の定めとすることが考えられてい

る（83）。

③の「不利益に関する考慮要素」は、子会社が受ける不利益についての考

慮要素に関するものである。中間試案第2部第2の1の【Ａ案】②に対して、

パブリック・コメントにおいては、訴訟の場で争われるまでのどの程度の事

情が考慮されるか不明確であり、結局、グループ経営による子会社の利益が

十分考慮されないおそれが残るという意見（84）などが出されていた。そこで、

「一切の事情」として考慮されるべきものとして、中間試案に明示的に掲げ

ていた「株式会社と親会社等の間における当該取引以外の取引の条件」のほ

か、例えば、「株式会社による当該取引の条件に関する検討及び交渉の態様」

および「株式会社が親会社及びその子会社から成る企業集団に属することに

よって享受する利益」のような事情を考慮要素として掲げることにより、こ

れらの事情が考慮される旨を明確にすることが考えられている（85）。

なお、上述のような不利益に関する考慮要素そのものに関する議論ではな

いけれども、不利益の概念をもう少し明確化する趣旨の補足説明として、中

間試案【Ａ案】においては、取引に至る交渉の過程等に鑑み、取引条件の決

定時において合理的な条件が合意されていた場合には、そのような事情も考

慮され得るため、結果的に株式会社が損失を被ったことをもって直ちに親会
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社等の責任が生ずることにはならないと考えられる。このように、親会社等

が結果責任を負うものではないという点をより明確化する観点から、不利益

の有無は、取引の結果ではなく、取引条件そのものについて判断される（取

引の合意時点を基準として判断されるという言い方もできる）、そういう趣

旨がより明らかになるような表現とすることも考えられる。具体的には、中

間試案【Ａ案】①の要件を、「親会社等は、株式会社との間で株式会社と親

会社等との利益が相反する取引（当該取引がなかった場合と比較して株式会

社に不利益となるような条件のものに限る。）をしたときは、これによって

株式会社に生じた損害を賠償する責任を負う。」旨の表現とする（その上で、

株式会社に不利益となるような条件かどうかの判断につき、前記③の「不利

益に関する考慮要素」に掲げたような考慮要素の明示を含めて、中間試案【Ａ

案】と同様の規定を設ける。）ことのように見直すことにより、責任の発生

原因としての取引条件の不利益性と、結果としての損害を、明確に別の概念

として整理することについて、検討の余地があるとされる（86）。

さらに、④の「親会社等の免責」は、主観的事情に基づく親会社等の免責

に関するものである。このような親会社等の主観的事情に基づく親会社等の

免責を認めていなかった中間試案第2部第2の1の【Ａ案】に対して、パブ

リック・コメントでは、子会社が企業グル－プにあることによって得られる

利益には、数値化しにくいものもあるため、これに親会社等の過失という主

観的要件で考慮する余地を残すほうが便宜であるとの意見や、親会社等の責

任について主観的要件を要するか否かを検討して、そのような免責について

検討すべきであるとの意見が出されていた（87）。そこで、④は、「株式会社が

不利益を受けることにつき親会社等が善意でかつ過失がないときに」、親会

社等の免責を認めるべきかどうか、そのような免責を認めることの理論上・

実務上の意義を考慮しつつ検討する必要があるとして、提案されたものであ

る（88）。
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会社法制部会では、以上のような提案に対して、賛否両論の意見が出され

た（89）。特に経済界から、一般的に「不利益」という用語は「損害」よりも「不

利益」のほうが広いという語感があり、産業界としては非常に大きなインパ

クトをもたらす可能性があると懸念されること（90）、③の不利益に関する考慮

要素について、中間試案で「一切の事情」とされていたものを、例示を挙げ

てその考慮要素の明確化を図ったとしても、訴訟の場で争われるまでどの程

度の事情が考慮されるかということは明確にはなっていないので、訴訟対応

自体が多大なコストという中にあって、濫訴も含めて訴訟が拡大していくこ

とを防ぐことにはならず、また、グループ経営のメリットを大きく損なうこ

とが危惧され、グループ戦略上、活発な親子間取引で企業価値を高めるとい

う戦略に対する萎縮効果も懸念されること（91）などが指摘された。これに対し

て、提案に賛成する立場から、③に掲げている当該取引の不利益に関する考

慮要素により、親子会社間での通常のグループ企業の取引だけではなくて、

かなり特殊性を持つ取引であっても、企業集団の取引ということで一応の説

明ができるものは責任の発生する取引から除くということになって、結局こ

の規定によって責任を追及できるのは、親会社が著しく不公正な取引によっ

て子会社の利益を吸い上げてしまうというような子会社を食い物にするよう

な取引に限定されるのではないかという意見も出されている（92）。

また、「親子会社に関する規律に関する個別論点の検討」第2の1におい

ては、「（2）仮に試案第2部第2の1のＡ案のような明文の規定を設けない

こととする場合、子会社少数株主の保護の観点から、現行法の下における親

会社等の不法行為責任の追及に関する規律を見直すことについて、どのよう

に考えるか。」という提案がなされている。

パブリック・コメントでは、中間試案第2部第2の1の【Ａ案】のような

明文の規定を設けることについて賛成する意見が出されている一方、親会社

等の責任が生ずるための要件が不明確であること、現行法上も子会社取締役
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の任務懈怠責任や親会社等の不法行為責任等の追及が可能であること等を理

由として、上記明文の規定を設けることに反対する意見も出されている（93）。

また、子会社取締役に対する責任追及は子会社取締役の資力等の問題によ

り子会社少数株主の保護の方策として十分に機能しないおそれがあるとの指

摘、さらに、親会社等の不法行為責任については、親会社等の具体的な行為

の特定や故意・過失の主張立証が困難であるほか、親会社等が議決権を背景

とした影響力によって子会社に不利益となる取引を行うような場合に、子会

社取締役が親会社等に対してその責任を追及することは期待し難いようにも

思われることから、中間試案第2部第2の1の【Ａ案】のような明文の規定

を設けないこととする場合には、親会社等の不法行為責任の追及という現行

法上の少数株主保護の方策がその機能を適切に果たし得るようにする観点か

ら、現行法の規律を見直す必要がないか、検討する必要があるとされる（94）。

具体的には、例えば、親会社等の不法行為責任の追及に関する上記のよう

な問題意識を踏まえ、以下のような規律の見直しをすることの当否につき、

㋐「親会社等との利益相反取引に関し、取締役の任務懈怠によって株式会社

に損害が生じた場合には、親会社等が故意又は過失によって当該任務懈怠を

させたものと推定すること。」、㋑「親会社等との利益相反取引に関する親会

社等の不法行為に基づく損害賠償責任を、会社法第847条第1項の責任追及

等の訴えの対象とすること。」について検討する余地があると提案される（95）。

㋐は、親会社等の行為の特定等が困難であるという点に対応するものであり、

また、㋑は、子会社取締役による親会社等の責任追及を期待し難いという点

に対応するものである（96）。これについて、会社法制部会では、賛否両論の意

見が出された（97）。

（ロ）親子会社に関する規律に関する残された論点の検討

会社法制部会の「親子会社に関する規律に関する残された論点の検討」（98）

第2（子会社少数株主の保護）の1（親会社等の責任に関する明文の規定の
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創設）において、中間試案の【Ａ案】について会社法制部会での議論を踏ま

えて一部変更したうえで、①「親会社等は、親会社等との利益相反取引（当

該取引がなかった場合と比較して株式会社に不利益となるような条件のもの

に限る。以下「不利益取引」という。）によって株式会社に生じた損害を賠

償する責任を負うものとする。ただし、親会社等が当該取引が不利益取引で

あることにつき善意でかつ過失がないときは、この限りではないものとす

る。」、②「①の不利益の有無及び程度」は、「当該取引の条件」のほか、「株

式会社による当該取引の条件に関する検討及び交渉の態様」、「株式会社と親

会社等の間における当該取引以外の取引の条件」、「株式会社が親会社及びそ

の子会社から成る企業集団に属することによって享受する利益」、「その他一

切の事情」を考慮して判断されるものとすること、③「①の責任は、当該株

式会社の総株主の同意がなければ、免除することができないものとする。」、

④「①の責任は、会社法第847条第1項の責任追及等の訴えの対象とするも

のとする。」という提案がなされた。中間試案からの実質的な変更点は、責

任の発生原因としての取引条件の不利益性と結果としての損害を別の概念と

して整理することとした点と、親会社等の主観的事情による免責を認めるこ

ととした点であるとされる（99）。経済界からは、利益・不利益という観点から

法定責任を創設するということになると客観的には合理的なグループ経営に

係る取引までが不利益な取引と判断されて、規制されてしまうというおそれ

があること、企業活動の中でグループに所属するメリットとしてブランド価

値など計数化や金銭評価が困難な事象や事柄というのは多数あることなどを

理由として、反対意見が述べられている（100）。

会社法制部会において、このような明文の規定を設けることに反対する意

見が、上記①に関して、どのような場合に親会社等の責任が生ずるのかが不

明確であるため、親子会社間の取引に対して萎縮効果を及ぼすという点を理

由とすることについては、例えば、不利益の程度が著しい場合に限って親会
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社等の責任が生ずるものとすることも考えられるとの補足説明がなされてい

る（101）。そこで、このような限定によってもなお、親子会社間の取引に対し

て過度の萎縮効果を及ぼすおそれがあると言えるか、検討する必要がある。

また、反対意見が、上記④に関して、明文の規定に基づく親会社等の責

任を株主代表訴訟の対象とすることにより、濫訴の危険が高まるという点を

理由とすることについては、親会社等の責任が追及される場面では、被告は

親会社等であり、取締役の任務懈怠責任の追及のように被告が取締役個人と

なる場合ほど、濫訴のおそれを深刻に捉える必要はないとの指摘もされてお

り、また、上記のように、親会社等の責任が生ずる場面を不利益の程度が著

しい場合に限ることとする場合には、濫訴のおそれもより小さくなると思わ

れるとの補足説明がなされている（102）。

さらに、第2の「2 親会社等の不法行為責任の追及の実効性を確保する

ための規律の見直し」において、「仮に上記1のような明文の規定を設けな

いこととする場合、子会社少数株主の保護の観点から、親会社等との利益相

反取引に関する親会社等の不法行為に基づく損害賠償責任を会社法第847条

第1項の責任追及等の訴えの対象とすることについて、どのように考える

か。」ということが提案されている（103）。上記第2の1のような明文の規定を

設けないこととする場合に、親会社等の不法行為責任の追及という現行法上

の少数株主保護の方策がその機能を適切に果たし得るようにする観点から、

具体的に、①親会社等との利益相反取引に関し、取締役の任務懈怠によって

株式会社に損害が生じた場合には、親会社等が故意または過失によって当該

任務懈怠をさせたものと推定することや、②親会社等との利益相反取引に関

する親会社等の不法行為に基づく損害賠償責任を会社法847条1項の責任追

及等の訴えの対象とすることが考えられるとする補足説明がなされてい

る（104）。上記①に対しては、そのような法律上の推定が働く理由が明確でな

いとの指摘や、親会社等との利益相反取引によって子会社が不利益を受けた
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場合に、逐一、子会社取締役の任務懈怠を通して親会社の責任を考えるのは

迂遠であるとの指摘がされていること、上記②については、株主代表訴訟制

度の濫用のおそれがあるとの指摘がされていることから、これらについてど

のように考えるか、検討する必要があるとの提案がされている（105）。

これに対して、不法行為責任というかなり広範な概念について株主代表訴

訟の対象にするというのは過度に濫用の危険性が高い手当てであることが懸

念されることから、このような見直しには反対ないし慎重な検討を必要する

という意見が出された（106）。もっとも、会社法制部会では、第2の1の制度

を設けないのであれば、代表訴訟制度一般に関する議論はあるけれども、現

行法を前提にすれば、第2の2のような考え方があり得るというという理解

がなされている（107）。

（78） 会社法制部会第17回会議資料19・前掲注（3）参照。
（79） 法制審議会会社法制部会第17回会議（平成24年2月22日開催）議事録35頁（内田関係官

発言）、http://www.moj.go.jp/content/000097367.pdf。
（80） 会社法制部会第17回会議資料18「親子会社に関する規律に関する個別論点の検討（1）」

6頁以下（http://www.moj.go.jp/content/000095491.pdf）は、次のような提案を行っている。
「第2 子会社少数株主の保護

1 親会社等の責任
（1） 仮に試案第2部第2の1のＡ案①から④までのような明文の規定を設けること

とする場合、以下の事項について、どのように考えるか。
① 責任の主体

次に掲げる者（以下「親会社等」という。）とすることで、どうか。
ア 株式会社の親会社
イ その他株式会社の経営を支配している者
（中略〔補足説明〕）

② 適用対象となる取引
次に掲げる取引（以下「親会社等との利益相反取引」という。）とすることで、

どうか。
ア 親会社等が自己又は第三者のために株式会社とする取引
イ 株式会社が親会社等の債務を保証することその他親会社等以外の者との間に

おいて株式会社と親会社等との利益が相反する取引
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③ 不利益に関する考慮要素
当該取引の条件のほか、以下の事情を掲げることで、どうか。

ア 株式会社による当該取引の条件に関する検討及び交渉の態様
イ 株式会社と親会社等の間における当該取引以外の取引の条件
ウ 株式会社が親会社及びその子会社から成る企業集団に属することによって享

受する利益
エ その他一切の事情
（中略〔補足説明〕）

④ 親会社等の免責
株式会社が不利益を受けることにつき親会社等が善意でかつ過失がないときに、

親会社等の免責を認めることについて、どのように考えるか。
（中略〔補足説明〕）

（2） 仮に試案第2部第2の1のＡ案のような明文の規定を設けないこととする場合、
子会社少数株主の保護の観点から、現行法の下における親会社等の不法行為責任の
追及に関する規律を見直すことについて、どのように考えるか。

（中略〔補足説明〕）
2 情報開示の充実

以下のような見直しをすることは、どうか。
① 個別注記表等に表示された親会社等との利益相反取引に関し、例えば、以下の事

項を事業報告の内容とすること。
ア 株式会社の利益を害さないように留意した事項（当該事項がない場合にあって

は、その旨）
イ 当該取引が株式会社の利益を害さないかどうかについての取締役（会）の判断

及びその理由
② ①において事業報告の内容とされた事項についての意見を監査役（会）又は監査

委員会の監査報告の内容とすること。」
（81） 会社法制部会第17回会議資料18・前掲注（80）6頁（補足説明）。
（82） 会社法制部会第17回会議資料19・前掲注（3）55頁以下、会社法制部会第17回会議議事

録・前掲注（79）36頁（内田関係官発言）。
（83） 会社法制部会第17回会議議事録・前掲注（79）36頁（内田関係官発言）。
（84） 会社法制部会第17回会議資料19・前掲注（3）56頁。
（85） 会社法制部会第17回会議資料18・前掲注（80）7頁（補足説明）、会社法制部会第17回

会議議事録・前掲注（79）36頁（内田関係官発言）。
（86） 会社法制部会第17回会議資料18・前掲注（80）7頁（補足説明）、会社法制部会第17回

会議議事録・前掲注（79）36頁（内田関係官発言）。
（87） 会社法制部会第17回会議資料19・前掲注（3）57頁。
（88） 会社法制部会第17回会議資料18・前掲注（80）8頁（補足説明）、会社法制部会第17回
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会議議事録・前掲注（79）36頁（内田関係官発言）。
（89） 会社法制部会第17回会議議事録・前掲注（79）35頁－47頁。
（90） 会社法制部会第17回会議議事録・前掲注（79）36頁－37頁（伊藤委員発言）。
（91） 会社法制部会第17回会議議事録・前掲注（79）39頁－40頁（杉村委員発言）。
（92） 会社法制部会第17回会議議事録・前掲注（79）37頁－38頁（田中幹事発言）。
（93） 会社法制部会第17回会議資料18・前掲注（80）8頁（補足説明）、会社法制部会第17回

会議議事録・前掲注（79）47頁－48（内田関係官発言）。
（94） 会社法制部会第17回会議資料18・前掲注（80）8頁－9頁（補足説明）、会社法制部会

第17回会議議事録・前掲注（79）48頁（内田関係官発言）。
（95） 会社法制部会第17回会議資料18・前掲注（80）9頁（補足説明）、会社法制部会第17回

会議議事録・前掲注（79）48頁（内田関係官発言）。
（96） 会社法制部会第17回会議議事録・前掲注（79）48頁（内田関係官発言）。
（97） 会社法制部会第17回会議議事録・前掲注（79）47頁－49頁。
（98） 会社法制部会第20回会議資料23「親子会社に関する規律に関する残された論点の検討」

5頁－6頁（http://www.moj.go.jp/content/000098296.pdf）において、次のような提案が行
われている。
「第2 子会社少数株主の保護

1 親会社等の責任に関する明文の規定の創設
親会社等との利益相反取引における親会社等の責任に関し、以下のような明文の規

定を設けることについて、どのように考えるか。
① 親会社等は、親会社等との利益相反取引（当該取引がなかった場合と比較して株

式会社に不利益となるような条件のものに限る。以下「不利益取引」という。）に
よって株式会社に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。ただし、親会社等
が当該取引が不利益取引であることにつき善意でかつ過失がないときは、この限り
ではないものとする。

② ①の不利益の有無及び程度は、当該取引の条件のほか、以下の事情を考慮して判
断されるものとする。
ア 株式会社による当該取引の条件に関する検討及び交渉の態様
イ 株式会社と親会社等の間における当該取引以外の取引の条件
ウ 株式会社が親会社及びその子会社から成る企業集団に属することによって享受

する利益
エ その他一切の事情

③ ①の責任は、当該株式会社の総株主の同意がなければ、免除することができない
ものとする。

④ ①の責任は、会社法第847条第1項の責任追及等の訴えの対象とするものとする。
（中略〔補足説明〕）

2 親会社等の不法行為責任の追及の実効性を確保するための規律の見直し
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仮に上記1のような明文の規定を設けないこととする場合、子会社少数株主の保護
の観点から、親会社等との利益相反取引に関する親会社等の不法行為に基づく損害賠
償責任を会社法第847条第1項の責任追及等の訴えの対象とすることについて、どの
ように考えるか。」

（99） 法制審議会会社法制部会第20回会議（平成24年5月16日）議事録36頁（「親会社等」や
「親会社等との利益相反取引」の意味については第17回会議で部会資料18を基に議論された
とおりの内容とすることを前提としている。内田関係官発言）、http://www.moj.go.jp/content
/000099708.pdf。

（100） 会社法制部会第20回会議議事録・前掲注（99）37頁－38頁（杉村委員発言）・44頁（伊
藤委員発言）。

（101） 会社法制部会資料23・前掲注（98）6頁（ただし、①では、当部会における議論を踏
まえ、親会社等の責任の発生原因となり得る利益相反取引を、当該取引がなかった場合と比
較して株式会社に不利益となるような条件のものに限定するものとするほか、親会社等の主
観的事情による免責を認めるものとするなど、親会社等の責任が生ずる場面を、相当程度限
定しているとする）（補足説明）、会社法制部会第20回会議議事録・前掲注（99）36頁（内田
関係官発言）。

（102） 会社法制部会資料23・前掲注（98）6頁、会社法制部会第20回会議議事録・前掲注（99）
37頁（内田関係官発言）。

（103） 会社法制部会資料23・前掲注（98）6頁－7頁。
（104） 会社法制部会資料23・前掲注（98）7頁、会社法制部会第20回会議議事録・前掲注（99）

47頁（内田関係官発言）。
（105） 会社法制部会第20回会議議事録・前掲注（99）47頁（内田関係官発言）。
（106） 会社法制部会第20回会議議事録・前掲注（99）48頁（杉村委員・伊藤委員発言）。
（107） 会社法制部会第20回会議議事録・前掲注（99）48頁（岩原部会長発言）。

⑷ 会社法制の見直しに関する要綱案の作成

（イ）会社法制の見直しに関する要綱案の作成に向けた検討

会社法制部会の「会社法制の見直しに関する要綱案の作成に向けた検

討」（108）では、会社法制部会において親会社等との利益相反取引における親

会社等の責任に関しては意見が分かれていることから、第20回会議において

議論された2つの案が併記されている（109）。

第2部（親子会社に関する規律）の 第2「子会社少数株主の保護」の中

で、親会社等との利益相反取引における親会社等の責任に関して明文の規定

―226―

（60）



を設けるものとする【Ａ案】は、「① 親会社等は、親会社等との利益相反

取引（当該取引がなかった場合と比較して株式会社に［著しく］不利益とな

るような条件のものに限る。以下「不利益取引」という。）によって株式会

社に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。ただし、親会社等が不利

益取引であることにつき善意でかつ過失がないときは、この限りではないも

のとする。」、「② ①の不利益の有無及び程度は、当該取引の条件のほか、

次に掲げる事情を考慮して判断されるものとする。」とし、上記②の事情と

して、株式会社による当該取引の条件に関する検討及び交渉の状況（②ア）、

株式会社と親会社等の間における当該取引以外の取引の条件（②イ）、株式

会社が親会社およびその子会社から成る企業集団に属することによって享受

する利益（②ウ）、その他一切の事情（②エ）が挙げられており、さらに、「③

①の責任は、当該株式会社の総株主の同意がなければ、免除することがで

きないものとする。」、「④ ①の責任は、第847条第1項の責任追及等の訴え

の対象とするものとする。」と提案されている。これに対し、【Ｂ案】として、

「親会社等との利益相反取引に関する親会社等の不法行為に基づく損害賠償

責任を、第847条第1項の責任追及等の訴えの対象とするものとする。」と提

案されている。

上記の【Ａ案】、【Ｂ案】とも、第20回会議の内容からほとんど変更されて

いないけれども、Ａ案の①については、濫訴に対する懸念等から、不利益性

が著しい場合にのみ親会社等の責任が生ずるものとすべきであるとの意見も

あったため、ブラケット付きで、「著しく」という文言が挿入されている（110）。

この【Ａ案】・【Ｂ案】に対しては、この2つの案ともに反対の意見や、【Ａ

案】①に「著しく」という文言を挿入することについて賛否両論の意見が出

され、意見がまとまらなかった（111）。とくに、経済界から、親会社が子会社

の利益を犠牲にして自己の利益を図るような行為が横行していることはない

という認識を前提にして、反対意見が出された（112）。これに対し、そのよう

子会社の少数株主・債権者を保護するための親会社・取締役の責任規制（畠田）
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な利益相反行為が横行するとまで言わなくても、合理的な規定が必要な場合

はあり得るわけであるから、この規定そのものに反対する理由にはならない

とする意見（113）や、親会社が子会社を搾取するというような非常に悪質なケー

スを何とかしなければならないということは、多分、経済界も含めて全く異

論はないと思われるけれども、そういう極端な事例であれば、現行の法制度

でも、ある程度は対応できるのではないかという中で、新しい制度を設ける

ことによるメリットと、いろいろな親子間の取引の萎縮というデメリットを

比べてみて、前者が後者を上回っていると本当に言えるのかというところに

ついては、まだちょっと明確ではないとする意見も出された（114）。

（ロ）要綱案

親会社等との利益相反取引がされる場面に、子会社少数株主の保護のため

に、親会社等の責任に関する明文の規定を置くことについては、会社法制部

会における審議において、子会社がその親会社等から享受している利益を計

数化することが困難であることなどを理由に、親子会社間の合理的な取引ま

で阻害されてしまうのではないかといった懸念が示され、また、株主代表訴

訟による責任追及を可能とすることについても、濫訴の危険があるとの意見

が少なからず見られ、意見の一致に至らず、「会社法制の見直しに関する要

綱案（第1次案）」の「第2部 親子会社に関する規律」の「第2 子会社

少数株主の保護」（115）には具体的な案が盛り込まれなかった（116）。

親会社の子会社に対する責任に関する規律を設けるということは非常に厳

しい意見の対立の状況を考えると断念せざるを得ないということから、補足

説明において情報開示を充実させるという案が提案されている（117）。補足説

明では、子会社少数株主の保護の観点から、親会社等との利益相反取引に関

する情報開示の充実を図るものとすると記載されているが、これは、中間試

案第2部第2の2（情報開示の充実）において「個別注記表又は附属明細書

に表示された株式会社とその親会社等との間の取引について、監査報告等に
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よる情報開示に関する規定の充実を図るものとする。」（118）と提案されていた

ものに関するものである。この提案については、パブリック・コメントで

は（119）、監査報告等による情報開示に関する規定の充実について賛成する意

見がほとんどであったことを踏まえ、会社法制部会第17回会議資料18におい

て、その具体的な内容が示されていた（120）。会社法制部会の審議において、

親会社等との利益相反取引に関する情報開示の充実を図ることについては、

とくに異論がなかった（121）。

具体的には、情報開示に関する規律を法務省令において定めることが考え

られるが、このような情報開示の充実によって、不当な条件による利益相反

取引が行われることに対する抑止効果を期待するとともに、監査役や監査委

員等、中でも、今回の改正により、親会社等の関係者でないことを要する者

とされることが検討された社外監査役や社外取締役に、親会社等との利益相

反取引をチェックする役割を担ってもらうことが期待されている（122）。

最終的に、企業結合法制の中心的課題と位置付けられてきたテーマである

子会社少数株主の保護について、「会社法制の見直しに関する要綱案

（案）」（123）には、親会社等との利益相反取引における親会社等の責任に関す

る明文の規定が記載されなかった。会社法制部会において時間を掛けて議論

がされてきたが、親会社の責任に関する明文規定の創設等については、グルー

プ経営にネガティブな影響を与えるおそれがあるのではないか、また、濫訴

のおそれがあるといった懸念が示され、最終的な意見の一致には至らなかっ

たからである。しかし、今回法改正が見送られることは、決して子会社少数

株主の法的な保護が必要ではないということを意味するわけではなく、むし

ろ、この部会での議論を通じて、現行法の下でも、親会社の不法行為責任や

子会社取締役の任務懈怠責任などの追及によって、少数株主の保護を図る余

地があることが改めて確認されたことは意義があるものと指摘されてい

る（124）。
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（108） 会社法制部会第22回会議資料25「会社法制の見直しに関する要綱案の作成に向けた検
討（2）」3頁（http://www.moj.go.jp/content/000099848.pdf）において、次のような提案が
なされている。
「第2部 親子会社に関する規律

第2 子会社少数株主の保護
【Ａ案】 親会社等との利益相反取引における親会社等の責任に関し、次のような明文の
規定を設けるものとする。
① 親会社等は、親会社等との利益相反取引（当該取引がなかった場合と比較して株式会

社に［著しく］不利益となるような条件のものに限る。以下「不利益取引」という。）
によって株式会社に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。ただし、親会社等が
不利益取引であることにつき善意でかつ過失がないときは、この限りではないものとす
る。

② ①の不利益の有無及び程度は、当該取引の条件のほか、次に掲げる事情を考慮して判
断されるものとする。
ア 株式会社による当該取引の条件に関する検討及び交渉の状況
イ 株式会社と親会社等の間における当該取引以外の取引の条件
ウ 株式会社が親会社及びその子会社から成る企業集団に属することによって享受する

利益
エ その他一切の事情

③ ①の責任は、当該株式会社の総株主の同意がなければ、免除することができないもの
とする。

④ ①の責任は、第847条第1項の責任追及等の訴えの対象とするものとする。
【Ｂ案】 親会社等との利益相反取引に関する親会社等の不法行為に基づく損害賠償責任
を、第847条第1項の責任追及等の訴えの対象とするものとする。」

（109） 法制審議会会社法制部会第22回会議議事録11頁（内田関係官発言）、http://www.moj.go.
jp/content/000101173.pdf。

（110） 会社法制部会第22回会議議事録・前掲注（109）11頁（なお、「親会社等」や「親会社
等との利益相反取引」の意味については、第17回会議で部会資料18を基に議論したとおりの
内容とすることを前提としている。内田関係官発言）。

（111） 会社法制部会第22回会議議事録・前掲注（109）11頁－14頁参照。
（112） 会社法制部会第22回会議議事録・前掲注（109）12頁（杉村委員・安達委員等発言）。
（113） 会社法制部会第22回会議議事録・前掲注（109）13頁（上村委員発言）。
（114） 会社法制部会第22回会議議事録・前掲注（109）13頁（三浦委員発言）。
（115） 会社法制部会第23回会議資料26「会社法制の見直しに関する要綱案（第1次案）」14頁

－15頁（http://www.moj.go.jp/content/000100364.pdf）において、次のような提案をなされ
ている。
「第2部 親子会社に関する規律
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第2 子会社少数株主の保護
（補足説明）

子会社少数株主の保護の観点から、親会社等との利益相反取引に関する情報開示の充
実を図るものとする。

具体的には、次のような規律を設けることが考えられる（会社法制部会資料18第2の
2参照）。

① 個別注記表等に表示された親会社等との利益相反取引に関し、次の事項を事業報
告の内容とするものとする。
ア 株式会社の利益を害さないように留意した事項（当該事項がない場合にあって

は、その旨）
イ 当該取引が株式会社の利益を害さないかどうかについての取締役（会）の判断

及びその理由
② ①ア及びイの事項についての意見を、監査役（会）、監査・監督委員会又は監査

委員会の監査報告の内容とするものとする。」
（116） 法制審議会会社法制部会第23回（平成24年7月18日）会議議事録14頁－15頁（内田関

係官発言）（2012）、http://www.moj.go.jp/content/000101603.pdf。
（117） 会社法制部会第23回会議議事録・前掲注（116）15頁（岩原部会長発言）
（118） 法務省民事参事官室・前掲注（2）14頁。原文については、前掲注（61）参照。
（119） 会社法制部会第17回会議資料19・前掲注（3）58頁－59頁。
（120） 会社法制部会第17回会議資料18・前掲注（80）9頁。
（121） 会社法制部会第17回会議議事録・前掲注（79）49頁－51頁、会社法制部会第23回会議

議事録・前掲注（116）14頁－16頁参照。
（122） 会社法制部会第23回会議議事録・前掲注（116）15頁（内田関係官発言）。
（123） 会社法制部会第24回会議資料27「会社法制の見直しに関する要綱案（案）」11頁以下、

http://www.moj.go.jp/content/000100819.pdf。
（124） 法制審議会会社法制部会第24回会議（平成24年8月1日開催）議事録9頁（岩原部会

長発言）、http://www.moj.go.jp/content/000102042。

⑸ 子会社少数株主保護のための親会社等の責任に関する改正試案の検討

（イ）改正試案における最終案

親子会社関係にある会社が取引活動などを行うことにより、子会社に不利

益が生ずる場合に、その少数株主の保護が必要となる態様として、（ⅰ）親

会社・子会社間または子会社相互間の取引が不公正な取引条件により子会社

に不利益が生ずる場合と、（ⅱ）親会社の指図または影響力の行使によって

子会社の少数株主・債権者を保護するための親会社・取締役の責任規制（畠田）
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子会社がグループ外の第三者と取引を行うときに、子会社に不利益が生ずる

場合とに、大別されうる（125）。法制審議会の会社法制部会における審議を経

て取りまとめられた中間試案（126）は、上記（ⅰ）の中の親会社・子会社間の

取引のみを対象としている。この中間試案に関するパブリック・コメントに

おける様々な意見を受けて審議が重ねられた後、会社法制の見直しに関する

要綱案の作成に向けた検討において、親会社等との利益相反取引における親

会社等の責任に関して明文の規定を設けるものとする【Ａ案】が提案され

た（127）。その後の要綱案には、このような明文の規定が記載されなかったこ

とから（128）、実質的には、上記の【Ａ案】が、改正試案における親会社等の

責任に関する規定の最終案と考えてよいであろう。

上記の【Ａ案】のような改正試案について、会社法制部会の審議において

反対する見解は、その理由として、（ⅰ）利益・不利益という観点から法定

責任を創設するということになると、客観的には合理的なグループ経営に係

る取引までが不利益な取引と判断されて規制されてしまうというおそれがあ

ること（129）、（ⅱ）企業活動の中でグループに所属するメリットとしてブラン

ド価値など計数化や金銭評価が困難な事象や事柄というのは多数あるこ

と（130）、（ⅲ）グループ経営のメリットを大きく損なうことが危惧され、グルー

プ戦略上、活発な親子間取引で企業価値を高めるという戦略に対する萎縮効

果も懸念されること（131）、（ⅳ）改正試案の規定する不利益に関する考慮要素

について、どの程度の事情が考慮されるかということは不明確であり、濫訴

も含めて訴訟の拡大の防止にはならないこと（132）、（ⅴ）企業としては現行法

制の下で十分に対応し清々と事業を行っているという自負があり、親会社が

子会社の利益を犠牲にして自己の利益を図るような行為が横行していること

はないという認識があること（133）などが挙げられている。

上記のような懸念が指摘される中で、これまでの裁判例をみてみると、親

会社・親会社取締役の子会社ないし子会社少数株主に対する責任を認めたも
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のはみられず、親会社・親会社取締役らの不法行為責任等を否定したものと

して、裁判例①があるにすぎない。これは、会社法上、親会社・親会社取

締役の子会社・子会社少数株主に対する責任を認める一般的な原理・原則が

明確に確立されていないことに起因するものと思われる。

これに対し、とくに親子会社間の利益相反取引において子会社の取締役の

子会社に対する責任が問題とされた事案では、会社法423条1項による損害

賠償責任を追及することができることから、裁判例としては、親会社・親会

社取締役の責任が問題とされたものよりも、比較的に多いということができ

る。子会社取締役の責任を肯定した裁判例として、支配会社のコマーシャル

ペーパー（CP）の引受について当該支配会社の経営破綻よる損害賠償責任

が認められたものがある（裁判例②）。しかしながら、企業買収を行った会

社に協力して買収株式の半数をその取得価格そのままで引受けたことについ

ては、グループ企業の子会社の取締役らの善管注意義務・忠実義務違反が認

められなかった（裁判例④）。また、証券会社がその関連会社の清算に際し

て支援金を当該関連会社（その関連会社の唯一の債権者が当該証券会社の支

配株主である銀行であった）に供与したことについて、当該証券会社の取締

役の善管注意義務（忠実義務）違反が認められなかった（裁判例⑤）。さら

に、親会社の子会社がグループ内のキャッシュ・マネジメント・システム

（CMS）に参加し、当該親会社のグループの財務管理をする統括会社に対

して多額の資金を預託してきたことについて、当該子会社の取締役らに対す

る善管注意義務・忠実義務および利益供与禁止規定の違反に基づく損害賠償

が認められなかった（裁判例⑥）。これらの裁判例は、結果的にみれば、グ

ループ経営のメリットに配慮した考えが背景にあるのではないかともとれる。

これに対し、親会社が子会社を食い物したり、搾取するような取引により、

親会社が不当な利益を得ている場合に、子会社の少数株主はそのような取引

を認めた子会社の取締役の任務懈怠による責任（会社423条）を追及できる

子会社の少数株主・債権者を保護するための親会社・取締役の責任規制（畠田）
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ことには異論はないであろう。しかしながら、当該子会社の取締役の責任が

認められるとしても、一般的には、その取締役個人の資力は十分とはいえず、

子会社の救済とはならない場合が多いものと考えられる。子会社が親会社の

責任を追及することができるといっても、とくに子会社の役員が親会社に支

配されている場合には、親会社の責任が追及されない可能性が高い。このよ

うな場合に、資力が十分な親会社に対して、その子会社の取締役の義務違反

（債務不履行）に加功したことによる債権侵害の不法行為責任（民709条）

を追及するという法律構成などによって（134）、子会社少数株主の保護を図る

必要がある。

しかし、現代において企業グループによるグループ経営が進展しているに

もかかわらず、現行の法制度の下では、子会社の少数株主の保護に関する規

定が不整備であり、また解釈論にも限界がある。したがって、親会社・子会

社間の取引について、一定の規律を設ける必要があるであろう。その意味で

前記の最終的案である【Ａ案】は、親会社等との利益相反取引における親会

社等の責任に関して明文の規定を設けるものとする方向性については積極的

に評価されるべきである。

（ロ）不利益または不公正の判断基準

上記の【Ａ案】①において、当該利益相反取引がなかった場合と比較して

株式会社に［著しく］不利益となるような条件のものに限られる、不利益取

引の不利益の有無・程度は、当該取引の条件のほか、一切の事情を考慮して

判断されるものとする旨の規定がなされている。しかし、このように不利益

の判断基準として、一切の事情を考慮することを認めることは、グループ利

益追求を容認することになり、子会社株主の利益を害することにつながるも

のと考えられる（135）。したがって、子会社少数株主の保護の観点からするな

らば、このような一切の事情を考慮する文言は削除すべきであるという考え

も主張されうる。
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【Ａ案】における親会社の責任の範囲については、親会社等との不利益取

引によって株式会社に生じた損害であり、不利益の判断基準として、上記の

ような当該利益相反取引がなかった場合と比較して株式会社に［著しく］不

利益となるような条件のものに限られるとされる（136）。

従来、会社・取締役間の利益相反取引における取締役の任務懈怠責任（会

社423条）の有無の判断の際に、「独立当事者間取引」（arm’s length transac-

tion）基準が用いられているとされている（137）。これに対し、【Ａ案】は、親

会社との利益相反取引について、独立当事者間取引基準を形式的・厳格に適

用することは、企業グループによる経済効率性を害するおそれがあるとの指

摘があったことも踏まえて、上記のような独自の基準を提案する。

しかしながら、【Ａ案】においては、当該利益相反取引がなかった場合と

比較して子会社に不利益となるような場合とは、何であるかが問題となる。

中間試案補足説明によれば、例えば、子会社がその親会社のために製品を製

造し、その原価を下回る不当に低い金額でこれを親会社に販売すること等に

より、当該子会社に損失が生じるような場合が不利益を受けたもの考えられ

ている（138）。したがって、原価以上で売ることで当該取引により利益が得ら

れる場合には、不利益は存在しないことになり、親会社は【Ａ案】に基づく

責任を負わないものと考えられる（139）。しかし、【Ａ案】において、当該取引

のなかった場合と比較して子会社に不利益となる旨の文言は、あまりにも不

明確であるとの指摘を免れないであろう。また、【Ａ案】においては、不利

益取引の不利益の有無・程度は、当該取引の条件のほか、一切の事情の事情

を考慮して判断されるものとする旨の規定がなされている。しかし、上記の

ような不明確な不利益の判断の際に、一切の事情を考慮することを認めるこ

とは、グループ利益追求を容認することになり、子会社株主の利益を害する

ことにつながるものと考えられる（140）。したがって、【Ａ案】の提案する不利

益の判断基準、言い換えれば、不公正な取引の基準としては、最初に、従来

子会社の少数株主・債権者を保護するための親会社・取締役の責任規制（畠田）
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の「独立当事者間取引基準」を基礎とし、その上で企業グループの効率的経

営に配慮した考え方を取り入れるほうが妥当であると思われる。

「独立当事者間取引基準」とは、親子会社間（支配・従属関係にある会社

間の取引）の取引が子会社にとって「不公正」または「通例的でない」とさ

れるか否かの判断基準について、第一基準として考えられてきたもので、「会

社の独立した受託者による、相手方との間に一定の距離を置いた取引であっ

ても、そのような取引がなされるであろうか」という基準といわれる（141）。

言い換えれば、取引が独立当事者間であれば合意されたであろう条件と比較

して子会社にとって不利益か否かという点から判断する基準ということもで

きるが（142）、実務では、ほとんどの親会社は、たとえ取引相手が完全親会社

であっても、独立当事者基準で取引をしているといわれる（143）。もっとも、「独

立当事者間取引基準」の内容の理解については、問題となっている親子会社

間取引のみを取り上げて当該取引条件が独立当事者間取引のものに該当する

か否かを判断するという厳格な考え方から、当該取引のみを取り上げるので

はなく、他の取引の条件その他の一切の事情を考慮して、独立当事者間取引

に該当するか否かを判断するという緩やかな考え方まで、論者により相当の

幅がみられる（144）。

「独立当事者間取引基準」については、市場において独立当事者が、親子

会社間の問題となる取引と商品・サービスの種類・数量・契約条件・流通段

階などが近似した取引を行っているものとは限らないから、実際に用いられ

る「独立当事者間取引基準」は、必然的に多義性を有するものとなってくる

もの考えられる（145）。また、「規模の利益」・「取引コストの削減」などを目的

とした企業グループの形成により業務効率化などがもたらされて、グループ

企業には独立企業にない利益が発生しているにもかかわらず、当該余剰利益

の配分に関して何の手がかりも適用できない点で適切でないという指摘もな

されている（146）。
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しかしながら、親子会社間の取引条件等が公正であるか否かの判断基準と

しては、「独立当事者間取引基準」を原則とするほうが【Ａ案】①の提案す

る判断基準よりも明確であると考えられる。したがって、原則とする「独立

当事者間取引基準」の適用により判断される子会社の利益・不利益をもとに

して、その具体的適用の際に企業グループの効率的経営における一定の合理

的な事情（147）を考慮して不公正か否かの判断が行われるべきものと考える。

例えば、製造業を営む親会社が、悪化した財務状況の改善のため、その製品

の販売をする子会社に当該製品の卸値を本来の価格よりも高額にして、これ

まで親会社の製品の販売により利益を上げて内部留保している現金を親会社

に吸い上げたという事例（148）を想定する場合、【Ａ案】②の総合的考慮基準に

よれば、親会社に責任は生じないと判断される可能性があるけれども、従来

の「独立当事者間取引基準」によれば親会社が責任は生じる思われるとの指

摘がなされている（149）。しかしながら、上記のように一定の合理的な事情を

考慮する「独立当事者間取引基準」によっても、親会社に責任は生じないと

判断される可能性は認められるものと考える。もっとも、当該取引によって

子会社の債務超過あるいは倒産の危機的状況をもたらすような場合には、親

会社は子会社に責任を負うものと考えるべきである。

（ハ）親会社・親会社取締役の責任に関する法律構成

現行法の下で、親子会社間の通例的でない取引によって、子会社が損害を

被った場合には、親会社は、不法行為法の枠組みにより、子会社に対する責

任を負わされることが可能であり、また、子会社債権者は自己の債権の満足

が受けられないときは、子会社の親会社に対する不法行為債権を債権者代位

権（民423条）により行使することができるものと考えられる。他方、子会

社少数株主は、子会社取締役に対する措置（子会社取締役の違法行為差止請

求・任務懈怠責任追及）しかなく、子会社少数株主が親会社に対して損害賠

償を求める株主代表訴訟は現行法では認められていない（150）。

子会社の少数株主・債権者を保護するための親会社・取締役の責任規制（畠田）
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ところで、会社法上、立法論として、子会社およびその少数株主・債権者

を保護するための親会社・取締役の責任規制の方法として、親会社（支配株

主）が子会社に対して損害賠償責任を負うとする仕方と、親会社がその取締

役の任務懈怠行為によって損害を被った子会社等に対して損害賠償責任を負

うとする仕方が考えられる。前記の【Ａ案】は、前者の形式をとっている。

前記【Ａ案】①では、子会社と利益相反取引をする親会社等は、不利益取

引につき善意でかつ過失がない場合を除き、親会社等との不利益取引によっ

て株式会社に生じた損害を賠償する責任を負うものとする旨の規定がなされ

ている。【Ａ案】に規定される親会社等の責任の本質は、現行法制度の下で

は、不法行為の性質を有するものと考えられるが、結果的は、一般不法行為

責任規定の要件の緩和をもたらすような形式になっている特殊の法定責任と

いうことができるものと思われる。したがって、グループ経営のメリットを

大きく損なうことになるという指摘は、妥当なものであるのかもしれない。

しかし、現行の法制度の下でも、親子会社間の取引において、親会社の子

会社に対する不法行為責任を追及する場合に、民法709条を直接適用して、

その不法行為責任を肯定することは理論上可能であると考えられている。他

方、親会社の代表者個人の過失の認定ができる場合には、その代表者個人の

不法行為を媒介として会社法350条の適用が認められるものと解される（151）。

会社法350条の適用の場合に、代表取締役その他の代表者がその職務を行う

について不法行為責任を負うことを前提とすると解するのが、従来の判例・

通説である（152）。しかしながら、会社法350条の立法趣旨が法人と比べて代表

者個人の無資力あるいは賠償能力の低いことに対して第三者保護をより図る

ための規定であること、代表者の会社法429条に基づく対第三者責任（153）の成

立が認められる事案であってもあえてその者の加害行為に対する故意過失に

よる不法行為責任を認定してからでないと会社法350条の適用が認められな

いと解する必要性ないし合理性は乏しいと考えられることなどに鑑みれば、
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代表者の責任を不法行為責任に限定する必要はないものと解されるべきであ

る。したがって、親会社の代表者の悪意・重過失のある任務懈怠行為により

損害を被った子会社少数株主に対して、取締役の対第三者責任（会社429条）

が成立するときも会社法350条の適用が認められうるものと解される。それ

故、親会社の代表者の任務懈怠行為により個々に損害を被る子会社少数株主

は、会社429条に基づき、当該親会社取締役がその職務を行うにつき悪意ま

たは重大な過失があったとき、その親会社取締役に対して損害賠償責任を追

及することができるだけでなく、当該親会社自体に対しても会社法350条に

基づく損害賠償責任を負せることが可能となると解される（154）。同様に、子

会社債権者も、会社法350条・429条に基づき、親会社および親会社取締役に

対する責任を追及することができるものと解される。

以上のように、現行法の下での解釈論によっても、民法709条の直接適用

および会社法350条によって、親会社は子会社に対し損害賠償責任を負わさ

れる可能性が認められているものと解されうる。そうであるならば、上記の

ような規定の解釈論を用いるという迂回的な方法ではなくて、前記の【Ａ案】

のように、直截的に、親会社の子会社に対する責任を明文で規定するほうが

よいと思われる。それでは、どのような規定を設けるべきであるかについて

は、一つの私案であるが、【Ａ案】の規定の仕方に、親会社取締役の任務懈

怠行為を介在させる文言を加えて、「親会社と子会社との間において著しく

不公正な条件で取引が行われた場合、親会社取締役がその職務を行うについ

て悪意または重大な過失があったときは、親会社は、当該取引によって子会

社に生じた損害を賠償する責任を負う。」（私案①）とする規定案が考えられ

うる。このような規定の仕方のほうが、従来の解釈論の延長上にあり現行法

制度にも親和的であるように思われる。なお、親会社の子会社間の通例的で

ない取引により子会社が損害を被った場合、または親会社の子会社に対する

影響力の行使によって、当該子会社が親会社の他の子会社以外の者との取引

子会社の少数株主・債権者を保護するための親会社・取締役の責任規制（畠田）
―239―

（73）



により損害を被った場合についても、検討すべき問題といえるが、【Ａ案】

はこれらの問題について具体的な規定案を示していない。上記のような場合

についても、前記私案①の後に、②として「子会社が親会社の他の子会社と

の通例的でない取引によって損害を被った場合、または親会社の子会社に対

する影響力の行使によって、当該子会社が親会社の他の子会社以外の者との

取引により損害を被った場合は、①の場合と同様とする。」とする規定案が

考えられる（155）。

また、不公正であるか否かの基準は、従来の「独立当事者取引基準」を原

則とするが、この原則はいろいろな内容を含んでいて多様であることから、

その具体的な定義規定を設けないほうが妥当であると思われる（156）。さらに、

明文の規定がなくても、不公正であるか否かの判断の際に、企業グループに

属することによる利益その他一切の事情が考慮されるべきものと考えられる。

ところで、【Ａ案】は、親会社等の子会社に対する責任について株主代表

訴訟を提案している。しかし、わが国の株主代表訴訟制度は、必ずしも濫訴

防止防止措置が十分とはいえないので、現行法制度の下では、子会社少数株

主に親会社に対する代表訴訟を認めるべきではないであろう（157）。もっとも、

子会社少数株主は、少なくとも、個々に損害を受けた場合には、会社法429

条に基づき親会社取締役に責任を追及することができるという救済の途が残

されているので、子会社少数株主がまったく保護されないというわけではな

いであろう。

これに対し、子会社債権者の保護については、前述のように、平成23年7

月27日開催の法制審議会会社法制部会第11回会議において、「子会社債権者

に対する親会社の責任の在り方について、見直しを要する事項はあるか」と

いうことが審議されたが、意見がまとまらず、とくに経済界からの反対の意

見もあり、その後の中間試案の取りまとめに向けた審議において、子会社債

権者に対する親会社の責任の在り方についての見直しの検討はなされず、中
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間試案には提案されなかった。しかしながら、会社法制部会の審議において、

会社法429条により支配株主あるいは親会社が子会社債権者に対する責任を

負うべき場合はありうることが指摘されていた（158）。前記の私案のような、

親会社の子会社に対する責任が明文の規定で認められれば、子会社債権者に

とっても、自己の債権が満足を受けられなければ、債権者代位権や、詐害行

為取消権を行使することが容易になると考えられる（159）。また、子会社債権

者は、会社法429条に基づき親会社取締役に責任を追及することができるも

のと考えられ、さらに、前述のように、当該親会社自体に対しても会社法350

条に基づく賠償責任を負わせることができるものと解される。以上のように

考えるならば、子会社債権者にとって十分な救済手段となると思われる。

（125） 江頭・前掲注（24）23頁。
（126） 法務省民事参事官室・前掲注（2）中間試案13頁。原文については、前掲注（61）参照。
（127） 会社法制部会第22回会議資料25・前掲注（108）3頁。
（128） 会社法制部会第23回会議資料26・前掲注（115）14頁－15頁、会社法制部会第24回会議

資料27・前掲注（123）11頁以下参照。
（129） 会社法制部会第20回会議議事録・前掲注（99）37頁－38頁（杉村委員発言）・44頁（伊

藤委員発言）。
（130） 会社法制部会第20回会議議事録・前掲注（99）37頁－38頁（杉村委員発言）・44頁（伊

藤委員発言）。
（131） 会社法制部会第17回会議議事録・前掲注（79）39頁－40頁（杉村委員発言）。
（132） 会社法制部会第17回会議議事録・前掲注（79）39頁－40頁（杉村委員発言）。
（133） 会社法制部会第7回会議議事録・前掲注（39）9頁（八丁地委員発言）、会社法制部会

第22回会議議事録・前掲注（112）11頁－12頁（杉村委員・安達委員等発言）。
（134） 解釈論の根拠としての法律構成について、前掲注（22）－注（27）参照。
（135） 船津浩司「グループ利益の追求と『親会社の責任』規定－中間試案が示す会社法のパ

ラダイムシフトの可能性－」商事法務1959号10頁以下（2012）。
（136） このような判断基準は、いわゆる「なかりせば基準」といわれることがある。例えば、

会社法制部会第14回議事録・前掲注（48）18頁（神田委員発言）・20頁（内田関係官発言）、
森本・前掲注（14）164頁、太田＝森本・前掲（17）1978号73頁など参照。

（137） 江頭憲治郎『株式会社法第6版』443頁（有斐閣、2015）、同・前掲注（24）37頁以下、
会社法制部会第7回議事録・前掲注（39）5頁（奈須野幹事発言）参照。
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（138） 法務省民事参事官室・前掲注（63）38頁（この場合に、当該子会社に損失が生じ、他
の全ての事情を考慮してもなお、当該子会社が不利益を受けたものといえる場合に限り、当
該不利益に相当する額について生ずることになるとする）。

（139） 船津・前掲注（135）5頁・12頁（注8）（もっとも、何が原価かという点が争われる
ことになるとする）。

（140） 船津・前掲注（135）5頁・
（141） 江頭・前掲注（24）37頁以下・93頁－94頁。
（142） 太田＝森本・前掲注（17）1978号79頁（注28）、森本・前掲注（14）164頁。
（143） 会社法制部会第7会議議事録・前掲注（39）5頁（奈須野幹事発言）。）
（144） 船津・前掲注（135）6頁、太田＝森本・前掲注（17）1978号73頁、森本・前掲注（14）

164頁参照）
（145） 江頭・前掲注（24）41頁。
（146） 江頭・前掲注（24）41頁・50頁－51頁。
（147） 考慮の対象となる具体的な事情としては、例えば、【Ａ案】②のア・イ・ウなどのよう

な事情が考えられる。会社法制部会第14回議事録・前掲注（48）20頁（内田関係官発言）は、
【Ａ案】②の考慮すべき要素について、どこまでの事情が考慮されるかについて、「本来、
このようにはっきり書かなくても、当然そうなるかもしれませんけれども」、それらを総合
的に判断するということをあえて明記したとされる。船津・前掲注（137）7頁は、【Ａ案】
②の総合的考慮基準も従来のあるべき判断基準（独立当事者間取引基準）として含まれてい
たという考え方もあろうとする。

（148） この事例の設定について、松井・前掲注（66）112頁、同・前掲注（66）商事法務6頁、
船津・前掲注（135）6頁参照。

（149） 船津・前掲注（135）6頁。
（150） 松井・前掲注（66）115頁－122頁、同・前掲注（66）商事法務7頁－9頁参照。なお、

松井・前掲注（66）115頁注（12）、同・前掲注（66）商事法務12頁注（12）は、子会社債権
者は、会社法429条1項に基づき子会社取締役のみならず、親会社取締役に対しても責任を
追及する可能性が開かれているとする。

（151） 拙著『会社の目的と取締役の義務・責任－CSR をめぐる法的考察－』301頁－302頁（中
央経済社、2014）参照。

（152） 最判昭和49・2・28判例時報735号97頁、落合誠一編『会社法コンメンタール8－機関
（2）』22頁以下（落合誠一）（商事法務、2009）、酒巻俊雄＝龍田節編集代表『逐条解説会
社法第4巻機関・1』393頁以下（稲葉威雄）（中央経済社、2008）、江頭憲治郎＝中村直人
編『論点体系会社法3』89頁（尾崎悠一）（第一法規、2012）など。

（153） 会社法429条1項に基づく対第三者責任の性質について、判例（最判昭和44・11・26民
集23巻11号2150頁）および従来の多数説は、特別の法定責任と考えている。しかし、本条1
項の対第三者責任の性質は、その本質が不法行為責任であり、会社に対する任務懈怠につい
て悪意または重過失のあることを要件とすることから、特殊の不法行為責任と解すべきであ
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る。拙著・前掲注（151）232頁・265頁・290頁以下。
（154） 拙著・前掲注（151）304頁。
（155） 江頭・前掲注（24）103頁・330頁の立法案、高橋英治『従属会社における少数派株主

の保護』136頁（有斐閣、1998）の提案する損害賠償規定などを参照した。また、高橋英治
『企業結合法制の将来像』157頁以下（中央経済社、2008）は、江頭・前掲注（24）の立法
案の検討を行っている。なお、齋藤真紀「企業集団内部統制」商事法務2063号24頁（2015）
は、支配株主の民事責任等を認めることによって、子会社の少数株主・債権者の不利益を親
会社の経営のリスク・コストに内面化することが不可欠であり、他方、その少数株主・債権
者に対する親会社取締役の民事責任は当該取締役を親会社の保証人的地位に立たせることに
ならないかとの指摘がなされている。上述の私案は、その要件を絞り込んでいるので、親会
社の保証人的地位に立たせるような状況は生じないと考える。

（156） 江頭・前掲注（24）94頁・103頁－104頁。
（157） 松井・前掲注（66）124頁－125頁、同・前掲注（66）商事法務11頁。
（158） 会社法制部会第7回会議議事録・前掲注（39）24頁（齋藤幹事発言）・25頁（上村委員

発言）、会社法制部会第11回会議議事録・前掲注（44）53頁（神作幹事発言）。
（159） 会社法制部会第11回会議資料11前掲注（44）12頁－13頁（補足説明）、前掲注（58）参照。

5 結び

親会社と子会社との利益相反取引において、親会社がその子会社の利益を

犠牲にして自己の利益を図るなどの危険が存在していることから、平成26年

会社法改正の際に、法務省法制審議会の会社法制部会における会社法制の見

直しに関する審議において、子会社の少数株主・債権者の保護に関する会社

法制の見直しが検討された。

しかし、現行法制の下でも、子会社の少数株主・債権者の保護に対して対

応することが可能であること、親会社の子会社に対する責任について会社法

上で新たな手当をすることにより、企業グループ内での効率的な経営に支障

が生じることなどの意見が出され、結局、その立法化は実現しなかった。し

かしながら、会社法制部会において提案された改正試案およびその部会での

見直しに関する議論は、今後のあるべき子会社の少数株主・債権者の保護を

検討する場合に有益なものであると考え、子会社少数株主および子会社債権

子会社の少数株主・債権者を保護するための親会社・取締役の責任規制（畠田）
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者を保護するための親会社・取締役の責任に関する従来の裁判例を分析・整

理したうえで、改正試案を検討した。

裁判例では、子会社取締役の当該子会社に対する責任を追及する裁判例と

比べて、親会社・親会社取締役の子会社ないし子会社少数株主・債権者に対

する責任を追及する裁判例はわずかであるといってよいであろう。その一因

として、会社法上、親会社・親会社取締役の子会社およびその少数株主・債

権者に対する責任を認める一般的な原理・原則が明確に確立されていないこ

とに起因するものと考えられる。現代の企業のグループ経営において、現行

の法制度は必ずしも子会社の少数株主・債権者の保護に関する規定が十分に

整備されているとはいえないということができる。

現行法制度の下での規定に不備があれば、その解釈論によってある程度は

子会社の少数株主・債権者を保護することが可能な場合があるであろうが、

このような迂回的な方法ではなくて、今回の改正試案で提案されているよう

に、直截的に、親会社の子会社に対する責任を明文で規定するほうがよいと

思われる。本稿では、その立法の方向性として、一つの私案ではあるが、「親

会社と子会社との間において著しく不公正な条件で取引が行われた場合、親

会社取締役がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、

親会社は、当該取引によって子会社に生じた損害を賠償する責任を負う。」

とする規定の案を提案している。

このような規定の仕方は、本稿で検討した従来の裁判例の考え方とかけ離

れたものではないといってよいであろうし、また、現行法の下での解釈論に

おいても、上記私案と同様の解釈を導くことが可能であると考えられる。な

お、子会社の少数株主および債権者は、現行法の下で、会社法429条に基づ

き、親会社取締役に対して責任を追及することが可能であると考えられる。

さらに、親会社の代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて民法

709条の不法行為のみならず会社法429条1項に定める悪意・重過失の任務懈
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怠行為により子会社の少数株主および債権者に損害を加えた場合にも、当該

少数株主・会社債権者は、会社法350条に基づき、その親会社に対しても責

任を追及することができるものと解される。

子会社の少数株主・債権者を保護するための親会社・取締役の責任規制（畠田）
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